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文献案内 

 

Boris de Schlœzer 

« Musique et cinéma » 

in Comprendre la musique, Rennes, 2011, pp. 173-175. 

(Original :La NRF, 23e année, no 262, 1er juillet 1935, pp. 138-141.) 

 

舩木 理悠 

Rieux FUNAKI 

 

ボリス・ド・シュレゼール（Boris de Schlœzer, 1881-1969）は、ロシア出身の音楽学者、

批評家、哲学者であり、著作『バッハ序論：音楽美学の試論』（Introduction à J. - S. Bach: 

Essai d’esthétique musicale, Paris, 1947）や、Revue musicale 誌等での批評家としての活

動、そして、レフ・シェストフ（Lev Shestov, 1866-1938）の哲学をフランスに紹介したこ

と等で知られている1。本稿で紹介するのは、このシュレゼールが La NRF (La Nouvelle 

Revue Française)誌に寄稿した「音楽と映画」である。 

シュレゼールが音楽と映画について書いた文章は他に Revue musical 誌  (8e anée 

numéro 8, 1927, pp. 310‐313) に掲載された「音楽と映画」（«Musique et cinéma »）があ

る。これについては本誌の第三巻第一分冊で紹介したが、そこでは音楽と映像の同期あるい

は平行といった問題が論じられており、トーキー黎明期における音楽学／音楽美学の側か

らの音楽と映画に対する見方の一例として興味深いものであった。 

これに対して今回取り上げる 1935 年の文章は、そのような同期の問題とは異なる視点か

ら音楽と映像について述べられており、この文章におけるシュレゼールの思索を読み取る

ことで、音楽と映画についてのシュレゼールの考え方をより包括的に捉えることができる

だろう。このような意図から、以下ではこの 1935 年の「音楽と映画」の内容を紹介する。 

なお、この「音楽と映画」は、雑誌等に掲載されたシュレゼールの著述を集めた

Comprendre la musique : contributions à La nouvelle Revue Française et La Revue 

musicale (1921 - 1956) (Rennes, 2011)に採録され、レンヌ大学出版（PUR）から出版され

ている。本稿では、このレンヌ大学出版の版を参照した。しかしながら、この版に所収され

ている諸々の著述は、編者によって不要と判断された箇所が省略されており、「音楽と映画」

に関しても、冒頭部分が省略された形で所収されている。

 

 
1 シュレゼールの著作等については、本誌第三巻第第一分冊に掲載された「文献紹介」で

既に述べたので、ここでは省略する。 
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⁂ 

 

まず、シュレゼールは作曲家のロラン＝マニュエル（Roland-Manuel, 1891-1966）2を引

き合いに出し、「ロラン＝マニュエルは、[中略]完全な明晰さでもって、フィルムにおける音

楽の問題を提示し、そして、この問題を解決するではないにしても、せめてそれ[問題]を迂

回することを許すような諸々の方法を示唆した」（p. 173）として、映画における音楽の問

題を俎上に上げる。この問題とは「諸々のイマージュのリズムと音楽のそれ[リズム]の間に

は不一致[incompatibilitéé]が在る」（p. 173）ということである。 

どういうことかというと、まず、イマージュのリズムについてシュレゼールは次のように

書いている。 

 

一つのフィルムというのは、彼[ロラン＝マニュエル]が言うに、本質的には、ある一つ

の秩序における諸々のイマージュの継起である；[フィルムの]一つのテープの固有に映

画的な価値[la valeur proprement cinématographique]は、従って、[巻かれたテープの]

この繰り広げの機構[organisation]に依拠するであろう。この機構、これがリズムであ

る。（p.173） 

 

つまり、イマージュのリズムというのは、画面に映し出されるイマージュの継起によって成

立するリズムである。そして、このイマージュのリズムについて、更に次のように述べられ

る。

 

人は切り取った[テープの]先端を別のシークエンスにつなぎ合わせるのであるから、テ

ープの中で人が望む場所でイマージュを切り取ることは容易である。（p. 173） 

 

ここから判るように、イマージュのリズムは単に画面に映し出されたイマージュが織りな

すリズムだというだけでなく、フィルムの切り貼りによって操作可能なものとされている。 

 そして、ここに「不一致」の原因がある。というのも、イマージュの継起とは逆に、「音

のテープを一つの音楽的なペリオーデの真ん中で切ることは不可能である」（p, 173）から

である。すなわち、イマージュのリズムは継起する諸々のイマージュを切り貼りすることで

 

2 本名ロラン・アレクシ・マニュエル・レヴィ（Roland Alexis Manuel Lévy）。ラヴェル

に私的に師事。ラヴェル、サティ、ファリャについての著作を残し、フランス放送のラジ

オ番組「音楽の楽しみ」でも知られている。この「音楽の楽しみ」は Plaisir de la 

musique (Paris, 1947) として出版され、わが国でも全三巻からなる『音楽のたのしみ』

（吉田秀和[訳]、白水社、1966 年／白水社 u ブックス、2008 年）として翻訳が出版され

ている。またロラン＝マニュエルには、音楽と映画についての著述もある。 
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操作可能であるのに対し、音楽のリズムはそのような操作を受け付けず、ここにイマージュ

のリズムと音楽のリズムの本質的な差異があるということである。 

 従って、イマージュのリズムと音楽のリズムを両立させようとしても、映像を切ってつな

げた部分と音楽のリズム構造との間には必然的に不一致が生じるというのである。 

このような不一致はオペラの巨匠たちが直面していたのと同じ障害（cf., p. 174）だとさ

れるが、しかし、映画においては、「諸々のイマージュの絶えまない運動」（p. 174）とこの

運動が諸要素をつなぐ際の「速度[rapidité]」（p. 174）の故に、この「音楽と劇的なアクシ

ョンとの間の不一致」（p. 174）が増大している。従って、映画においては「[音楽と劇的な

アクションの]平行は、[中略]、視覚的リズムを音楽的リズムの下に置く、あるいは、その逆
．．．

3にとどまっている」（p. 174）。つまり、映像と音楽の間に一致が見られない以上、必然的に

両者の関係は、一方が主で他方が従という関係になるのである。そして、大抵の場合、「音

楽はアクションに従う」（p. 174）のであり、さらに言えば「人が音楽に期待する諸々の効

果は、まさにその[音楽の]恭順に依存している」（p. 174）とされる。

 

＊ 

 

このように、シュレゼールが引いているロラン＝マニュエルの視点は、音楽の自律性とい

う視点から見ると多分に悲観的なものである。このような、ロラン＝マニュエルの議論を踏

まえて、シュレゼールは「諸々の議論の途中で私が気づいたところでは、一般的に、音楽の

擁護者の役目を果たし、また、映画においてそれ[音楽]が演じるよう求められている役割を

強調したのは、特に批評家たちや美学者たちであった」（p. 174）と捉え、映画と音楽をめ

ぐる各々の立場の人々に視線を移す。シュレゼールが描き出す状況では、「人が作曲家を必

要とするのは、フィルムが終わったときだけであり、監督は彼[作曲家]を共同制作者として

扱う傾向にはない」（p. 174）ので、「音楽家たち、彼らは、自分たちが日ごろ置かれている

通常とは異なる諸々の条件に対して戦っている」（p. 174）。 

ここから見て取れるように、シュレゼールの見方も、映画における音楽の地位について多

分に悲観的である。確かに、シュレゼールが「私が映画における音楽の将来に対して幾ばく

かの疑念を表明した際に、私がまさに作曲家たちに引き起こした諸々の熱烈な抗議に、私は

いささか驚かされた」（p. 174）と述べているように、この状況を完全に悲観的なものとだ

けは捉えていない。 

これに対して、シュレゼールは音楽や絵画といった従来の芸術の未来が、映画の未来と異

なるという考えを述べる。曰く、 

 

 
3 引用文中の傍点はイタリック体表記を表している。 
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ワーグナーのオーケストラはモーツァルトのそれと共存し、セザンヌがコローを損な

いはしなかった。しかし、フィルム・ソノール[le film sonore トーキー]はサイレント

[映画]の発展をはっきりと停止させた。（p. 175） 

 

確かに、他の芸術の場合は、ワーグナーの音楽が登場したからといって、モーツァルトの音

楽の価値が些かなりとも損なわれるということは無いし、セザンヌの作品が世に現れたこ

とによって、コローの作品の価値が減じるということは無いと言えよう。このような差異の

原因は、シュレゼールの考えによれば、「映画が問題になっているときに、我々が視野に入

れているのは技術の諸々の進歩である」（p. 175）からだ。芸術と違い、技術であれば、新

しいものが現れることによって、古い技術に価値が見いだされなくなっていくことも納得

できる。確かに、シュレゼールが「1935 年の諸々のフィルムは 1930 年のそれらに取って

代わっており、カラーや立体のフィルムが我々の今のスクリーンに完全に姿を見せる日は

近い」（p. 175）としているように、現在ではカラーフィルムはモノクロフィルムに完全に

取って代わっており、３D 上映の映画も珍しいものではなくなった。今日、モノクロで無声

映画を製作するというのはかなり特殊なばあいであろうことを考えると、技術の場合は新

しいものが旧来のものの価値を奪っていくというシュレゼールの見方は正しいように思え

る。 

 そして、シュレゼールはこのような「技術」について、更に次のように述べる。曰く「特

に重大なこと、それは、これら諸々の改良が我々の意志の外で行われているということであ

る」（p. 175）。つまり、「エンジニアたちが我々にアクションの手段を提供するが[中略]、こ

れら[諸々の手段]は、決して我々の諸々の要求や、我々の諸々の必要ごとに対応するもので

はない」（p. 175）のであり、映画においては、芸術家は作品を作るための技術を自らの意

志とは無関係に外から与えられているというのだ。 

 従って、シュレゼールは彼の言うところの「いくぶんか痛ましい結論」（p, 175）で締め

くくる。「映画の大会[会議]が実利的な諸々の成果を手にしたということを望むのであれば、

そこに呼び集めるべきは資本家たちやエンジニアたちであって、芸術家たちではない」（p, 

175）。

 

⁂ 

 

以上がシュレゼールの議論のあらましである。本稿はあくまでの紹介であるので、この内

容について考察を深めるということはしないが、締めくくりとして以下に一点だけ指摘し

ておく。 

このシュレゼールの記述の中で音楽美学の領域にとって興味深いのは、シュレゼールが

ロラン＝マニュエルを引きながら述べた部分についである。ここでは「イマージュのリズム」
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（視覚的リズム）と「音楽のリズム」という対比が論の枠組みになっているが、20 世紀の

フランスにおいて音楽美学の主要問題の一つとなっていた「音楽的時間（le temps musical）」

の議論、あるいは、それに影響を与えたベルクソンの時間論との関連が予想される。すなわ

ち、音楽的時間においては、ベルクソンの時間論に基づいて、量的な操作が可能な空間的時

間と計測不可能な質的時間である「持続（la durée）」との間、あるいは両者の関係によっ

て音楽の時間を捉えようとするが、この空間的時間と質的時間という対比が「イマージュの

リズム」（視覚的リズム）と「音楽のリズム」という対比の背後に想定されているのではな

いかという予想である。換言するならば、この箇所からはフランス語圏の音楽美学の成果に

よって音楽と映画を捉える視点の可能性が広がっているのだ。 

この他にも、「芸術と技術」という枠組みで映画を論じている点や、映画製作における技

術者や資本家の重要性に言及している点など、シュレゼールの記述の中にはいくつか興味

深い論点が含まれている。短い文章であるために、これらの論点が十分に展開されていると

は言い難いが、ここから更に多様な問題へ踏み込んでいく出発点として、有用なテキストで

あると言えるだろう。 
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「エステティック・ターン」と「日常美学」 

“Aesthetic Turn” and “Everyday Aesthetics” 

 

外山 悠 

Haruka TOYAMA 

 

要旨 

本稿は、2000 年代以降に米国を中心に起こった比較的新たな美学運動である「日常美

学」での諸議論と、近年の美学における「エステティック・ターン」と呼ばれる概念との

比較考察を行うものである。本稿で扱う「エステティック・ターン」とは、ヴォルフガン

グ・ヴェルシュとリチャード・シュスターマンが共に唱えたものであり、今日の文化的生

活の中で美的（エステティック）な側面がしばしば私たちの知覚や経験の基礎となってい

るという状況を指している。「エステティック・ターン」と「日常美学」は、日常生活や

大衆文化の中に「美的（エステティック）なもの」を認め、それらを美学の文脈において

論じるという点で共通しているようにみえる。しかし「エステティック・ターン」の語が

現代の「日常」の「唯美化」を示しているのに対して、「日常美学」の中にはそのような

「唯美化」に反対する動きがみられる。 

 

はじめに 

「日常美学（Everyday Aesthetics）」は、現代美学の一潮流として、米国を中心に 2005

年以降1その学問的傾向を顕著にしてきている。本論での考察に先立ち、近年ドイツにおい

ても「日常美学」に類する美学的研究が見られることと、「日常美学」の成立についてフラ

ンスのカルチュラル・スタディーズからの流れが考えられることに簡単に触れておきたい。

ドイツではルトガー・シュヴァルテ（Ludger Schwarte）が日常的な時間の姿の美しさの判

断を可能にする美学を示そうとしている2。シュヴァルテはハイデガーの時間論に「日常的

なもの」からの解釈を加えるとともに、ウィトゲンシュタイン以来の美学は芸術哲学的傾向

から決別しその対象が不在となる時期を迎えているとし、新たに美学的考察の対象となり

得る「日常」の内容を示している3。一方フランスでは、リュス・ジアール（Luce Giard）

 
1 この年に米国では「日常美学」をテーマとした論集『日常生活の美学』（Andrew Light 

and Jonathan M. Smith (ed.), The Aesthetics of Everyday Life, New York: Columbia 

University Press, 2005）が発表された。 
2 Ludger Schwarte, „Ästhetik als Ideologie des Schönen Alltags “, in: Zeitschrift für 

Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, Band 54, Heft 2, hg. v. Josef Früchtl und 

Maria Moog-Grünewald, Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2009, S. 59-74. 
3 ハイデガーは現存在を日常から引き離したことで知られるが、これについてシュヴァルテ

は現存在の特質にこそ日常的なるものの時間性が現われるはずであるという新たな解釈を

加える。またシュヴァルテの美学の対象となる「日常」の内容としては、マルティン・ゼー
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が「料理をすること“faire-la-cuisine”（“doing-cooking”）」4において日常生活の実践論と

も言うべきものを示していたが、ベン・ハイモア（Ben Highmore）はこれをデューイによ

って示された「平凡な経験」の抽象性を補うものとした5。この「平凡さ」という概念は米

国の「日常美学」の考察の出発点でもある。 

以上のように「日常美学」の学問的背景が明らかになってきているが、本稿はそれを問う

ものではなく、現在スウェーデンのウプサラ大学で美学教授を務めるラーシュ＝オロフ・ア

ールバーグ（Lars-Olof Åhlberg）による分析6を手かがりに、近年の美学における「エステ

ティック・ターン」すなわち「美的（感性論的）転回」7と呼ばれる美学概念と、「日常美学」

において見られる諸議論との共通点ならびに相違を明らかにしようとするものである。ア

ールバーグは、一方はポストモダンにおいてトランスカルチャーの美学を、他方は米国のプ

ラグマティズムの美学を代表する現代の美学者である、ヴォルフガング・ヴェルシュ

（Wolfgang Welsch）とリチャード・シュスターマン（Richard Shusterman）のいう「エ

ステティック・ターン」の分析を行っている。 

アールバーグの考察は「日常美学」と直接的に関連するものではないが、「日常美学」に

おける諸問題の中に「エステティック・ターン」との類似する点があるとすれば、次の 2点

を予め述べることができるのではないだろうか。まず、「日常美学」は、しばしば「美的な

 

ル（Martin Seel）やゲルノート・ベーメ（Gernot Böhme）らによる（自然）環境への関心

や、テリー・イーグルトン（Terry Eagleton）のいうイデオロギーが挙げられている。 
4 Luce Giard, « Faire la Cuisine », dans Michel de Certeau, Luce Giard et Pierre Mayol, 

L’invention du Quotidien, II, Habiter, Cuisiner, Paris: Gallimard, 1994, p. 214. (trans. 

Timothy J. Tomasik, “Doing-Cooking”, in The Practice of Everyday Life, Volume 2: 
Living and Cooking, Minneapolis: The University of Minnesota Press, 1998, p. 150). 
5 ハイモアは、デューイが平凡で日常的な経験の特徴とした「全体の統一の欠如」を「日

常」に特有の概念と捉え直す。またハイモアは、デューイによる日常的な経験の記述は

「あまりに抽象的」であり「内容（contents）を加える」べきものであると述べ、日常的

な経験の「内容」としてジアールによって論じられた「料理をすること」を挙げている

（Ben Highmore, “Homework: Routine, Social Aesthetics and the Ambiguity of 

Everyday Life”, in Cultural Studies, 18(2-3), 2004, pp. 306-327）。 
6 Lars-Olof Åhlberg, “Aesthetics, Philosophy of Culture and “the Aesthetic Turn””, in 

Filozofski Vestnik, 22(2), 2001, pp. 21-42. 
7 本稿で取り扱う「エステティック・ターン」という語は、次の 2つの動きを指す。すな

わち、現代の文化の中であらゆるものが「唯美化」されているという動きと、美学を「感

性的認識の学」へと引き戻そうとする動きである。小田部胤久は「美学は前世紀の 80年

代頃から、美学の語源がギリシア語で「感性」を意味する「アイステーシス」のうちにあ

ることに基づいて、〈感性論的転回（the aisthetic turn）〉を遂げつつある」とし、ヴェル

シュやベーメによる「エステティック・ターン」を「感性論的転回」と訳出している（小

田部胤久「ライプニッツからの感性論＝美学 ――微小表象論の射程――」、『第 62回美学

会全国大会「たそがれフォーラム＠仙台」発表報告集』、第 62回美学会全国大会実行委員

会、2012年、27頁）。本稿で扱う「エステティック・ターン」は、これに加えて「唯美

化」も指している。したがって本稿では「エステティック・ターン」を「美的（感性論

的）転回」と訳出する。 
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もの」をその原義である「感性的なもの」へと引き戻そうとする美学であるといわれている

が、「エステティック・ターン」の語もまた、美学におけるこのような動きを指して用いら

れる。次に、斎藤百合子によって提唱された「日常美学」による「エステティック・パラダ

イム・シフト（aesthetic paradigm shift）」8という概念が挙げられる。「シフト」の語は、

「ターン（転回）」との類似性を思わせる。 

Ⅰでは、アールバーグによる分析を参照し、ヴェルシュおよびシュスターマンにおける

「エステティック・ターン」の内容を確認する。Ⅱでは、「エステティック・ターン」は、

「日常美学」に見られる美的なものから快適ないし感性的なものへという美学の中心概念

の転向とどの程度共通するものであるのかを明らかにする。 

 

Ⅰ. ヴェルシュおよびシュスターマンにおける「エステティック・ターン」 

アールバーグの引用するところでは、ヴェルシュとシュスターマンは、2000 年にウプサ

ラ大学の人文社会科学部によって開催された「人文学復興の共同プログラム」の中での「文

化分析と現代批評」と題されたプログラムの中で「美的（感性論的）転回」の内容と背景に

ついて以下のように述べている。 

 

今日の哲学的美学において頻繁に用いられる語が「エステティック・ターン」である。

換言すれば、美的側面を私たちの現実の知覚と経験の構成の主要かつ根本的なものと

見なす傾向が高まっている。……芸術の伝統的な範囲の外へと向かう美的（感性論的）

な次元のこの深化と拡張は、新しく重要な研究課題を伴う美的（感性論的）な諸規範

（the aesthetic disciplines）に直面している9。 

 

ヴェルシュとシュスターマンのいう「エステティック・ターン」とは、私たちがその中に暮

らしている現代文化において、「美的側面」が知覚や経験の基礎となってきていて、その結

果として「美的（感性論的）次元」の広がりが見られるということを示す。そのとき「美的

（感性論的）」とは何を指しているのか。アールバーグによる引用の中で、ヴェルシュとシ

ュスターマンは、今日の日常における「エステティック・ターン」を、モラリティ（morality）

とライフスタイル（life style）の「唯美化（aestheticization）」10を含むものであるとし次

のように続ける。 

 
8 Yuriko Saito, Aesthetics of the Familiar: Everyday Life and World-Making, Oxford: 

Oxford University Press, 2017, p. 204. 
9 “Aesthetics, Philosophy of Culture and “the Aesthetic Turn””, p. 27. 
10 「唯美化」の訳語は、大森淳史に従うものであり、大森はこの訳語によって「非-美的

なものが美的につくられる、ないし美的に受け取られる」ことを示している（ヴォルフガ

ング・ヴェルシュ、大森淳史訳「美学を越えた美学 Ästhetik außerhalb der Ästhetik――

この学問分野の新たな形のために――」（第 47回美学会全国大会での講演原稿、『フィロ

カリア』第 15号、大阪大学文学部、1998年、28頁）。 
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モラリティとライフスタイルの唯美化は現代文化に独特の特色であるとたびたびいわ

れる。伝統的な美学理論では……その範囲がファイン・アートや純文学に制限されてい

た一方、現代の美学はそれらと同様に日常生活や大衆文化を含むためその範囲を広げ

ている。このことはまさに「美的なもの」という観念が或る変容を経たことを意味する

11。 

 

またアールバーグは、このような「美的なもの」が遂げてきている「ファイン・アートや純

文学」だけでなく「日常生活や大衆文化」を含むという変容を、「「（快い）感覚や知覚に属

する」「感覚的質」という意味での「美的なもの」を認めることに由来する」と捉えている

12。さらに、「エステティック・ターン」において、「美的なもの」の一側面である「感性的

なもの」が「「美的なもの」の他の側面……特に「芸術的なもの」の側面を犠牲にして」支

配的なものとなっているとまで述べている13。 

「モラリティとライフスタイルの「唯美化」」の中で美化の対象となるものは何か。また

「唯美化」とはどのような状態になることを指しているのか。以下では、ヴェルシュとシュ

スターマンのいう「唯美化」の内容を確認する。 

 

Ⅰ-1. ヴェルシュによるライフスタイルの「唯美化」 

アールバーグは、ヴェルシュが今日の世界において「美的なものは全てではないとしても

ほとんどの「私たちのポストモダンの現代世界」の生活や文化の領域に広がっている」こと

から、「「美学を越えた美学」、学際的な「トランス・エステティクス」としての美学」を提

唱したことを紹介している14。この「美的なもの」が広がる「生活や文化の領域」について、

ヴェルシュは 1996 年の日本での美学会全国大会の講演で次のような具体例を挙げている。

「美容院やフィットネスクラブで彼らはその身体の美的完璧化を、瞑想コースや新世代セ

ミナーではその精神の美化を推し進め、マナースクールでは美的に望ましい立ち振る舞い

を訓練」する15。このようにヴェルシュは現在の私たちの日常生活におけるさまざまな美化

 
11“Aesthetics, Philosophy of Culture and “the Aesthetic Turn””, p. 28. 
12 Ibid., p. 29. 
13 Ibid. 
14 Ibid., p. 39. ただしヴェルシュは「美学を超えた美学」について次のように説明してい

る。「唯美化」が進められた世界では、美が「遍く存在する」ようになるためにその価値

を失うだろうし、さらにやがて私たちは世界が美的なものに覆われることでそのしつこさ

にうんざりしたり恐怖さえ感じたりするかもしれない。それらから逃れるために「美的無

関心」つまり「美的なもの」の拒否がひとつの戦略となると考えられ、逆説的に他の学問

分野に目を向ける美学へと至ることになる（「美学を越えた美学 Ästhetik außerhalb der 

Ästhetik――この学問分野の新たな形のために――」、7-8頁）。 
15 同書、5頁。 
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の形式を示し、それによって「生活や文化の領域」が「唯美化」されてゆくということを示

している。 

  

Ⅰ-2. シュスターマンによる「倫理的なもの（the ethical）の唯美化」 

アールバーグは、シュスターマンのいう「「倫理的なものの唯美化」16（「モラリティ」の

唯美化）17において、「美的」とは何を意味するのかを明らかにしようとしている。 

 まずアールバーグは、シュスターマンのいう「倫理的なものの唯美化」の対象について、

次のようなシュスターマンの文章を引用している。「おそらくわれわれの毎日の生活やわれ

われの文化の中の大衆的想像力の中にこそ明らかであって、アカデミックな哲学の中にで

はない」18。「性的魅力と欲求充足、言い換えれば個人の容姿と豊かさこそ、われわれの頭の

中をいっぱいにしている」ことに、「倫理的なものの唯美化」は明らかに現われている」19。

アールバーグの引用に補足をするならば、この「われわれの毎日の生活やわれわれの文化の

中の大衆的想像力の中にこそ明らか」な「倫理的なものの唯美化」について、シュスターマ

ンは「われわれはキリストのまねびをしようとはあまりしないけれど、マドンナの化粧やフ

ァッションをまねしようとはするだろう」20といった例を挙げている。 

次にアールバーグは、「倫理的なものの唯美化」の背景についてのシュスターマンの見解

を紹介する。すなわちシュスターマンによれば、現代の世界において「一つの倫理学を正当

化できる内在的基礎が不在である以上、自らにもっとも訴えかけてくるものをそれとして

選ぶよう促されたとしてもおかしくない」、「そうした訴えかけを、究極には美的な問題、す

 
16 Richard Shusterman, Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art, Oxford: 

Blackwell, 1992（秋庭史典訳、『ポピュラー芸術の美学――プラグマティズムの立場か

ら』、勁草書房、1999年） 
17 シュスターマンは「主に価値観に関わる倫理学」と「義務に関わる道徳」として「倫理

的なもの」と「道徳的なもの（モラリティ）」を区別しているが、現代の「倫理的なもの

の唯美化」を経た世界について次のように述べている。「もはやそれは、より一般的な義

務や義務のグループからの演繹でも、義務の明確な階層的秩序に基づく論理的計算の結果

でもない。同様に、倫理学的正当化が美学的説明に似てくるようになるのは、相手を説得

しようとする際の三段論法やアルゴリズムに訴えるからではなく、知覚による説得的論証

に訴えるからなのだ」（Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art, p. 243、

『ポピュラー芸術の美学――プラグマティズムの立場から』、239頁）。ここで最初に述べ

られている「義務」とは道徳的義務を指している。このことからアールバーグは、ここに

はほとんど気づかれないものであるが「道徳的義務」から「倫理的正当化」への転換が見

られるとし、シュスターマンは「道徳的なもの」を「倫理的なもの」と同様に「唯美化」

の対象と見なしているとする（“Aesthetics, Philosophy of Culture and “the Aesthetic 

Turn””, p. 32）。論者はこの解釈に沿い、シュスターマンは「倫理的なもの」と「道徳的な

もの」を同様に「唯美化」の対象と見なしていると解する。 
18 Pragmatist Aesthetics: Living Beauty, Rethinking Art, p. 238.（『ポピュラー芸術の美

学――プラグマティズムの立場から』、226頁）。 
19 Ibid. （同書）。 
20 Ibid. （同書、227頁）。 
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なわち、もっとも魅力的で完全なものとしてわれわれを打つのは何かという問いであると

考えることには、説得力があるのだ」21。最後に、アールバーグは「倫理的なものの唯美化」

における「もっともその場に相応しくてわれわれに訴えかける形態」とは、「どのような観

点から」、「「もっともその場に相応しくてわれわれに訴えかける」ものであるのかという問

いを立てる。そして、それは「道徳的観点から」であるのか、あるいは「美的観点から」で

あるのかという二者択一を迫る。アールバーグによれば、その答えが「道徳的観点から」で

あるのならば私たちはトートロジーを扱っていることになる。しかしまた答えが「「美的観

点から」であるのならば、そのとき私たちは唯美化された倫理学またはモラリティを持って

いるのではなく、倫理学またはモラリティを完全に放棄している」22。 

ヴェルシュおよびシュスターマンによる「エステティック・ターン」に見られる、美学と

他の学問的領域、特に倫理学との関係の変動を、アールバーグの論考に基づいて紹介してき

た。シュスターマンのいう「倫理的なものの唯美化」においては「唯美化された倫理学（モ

ラリティ）」が存在するのではなく倫理学またはモラリティが完全に放棄されているという

アールバーグの見解に本稿は従う。 

 

Ⅱ. 「エステティック・ターン」と「日常美学」 

本章では、これまで本稿で扱ってきた「エステティック・ターン」と、主に米国での「日

常美学」で起こっている美学的問題との共通点および相違点を明らかにする。 

 

Ⅱ-1. 「エステティック・ターン」と「感性的なもの」の美学としての「日常美学」 

 「日常美学」とは、日常生活における「美的（感性的）なもの」を美学の領域に組み入れ

ようとするものである。またその支持者らはバウムガルテンが「美学（aesthetica）」を「感

性的認識の学」と定義したことにたびたび言及し、「日常美学」とは美学をそのような原義

へと引き戻そうとするものであるとしてきた23。ただし、日常生活における「感性的なもの」

のうちの何を「日常美学」の対象とするのかについては、「日常美学」研究者らの間で以下

のような相違がみられる。 

まず、トーマス・レディ（Thomas Leddy）は、「日常美学」とは日常的な領域における

「快（the pleasure）」や「快適さ」を伴う経験に目を向けるものであるとしている24。レデ

 
21 Ibid., p. 243.（同書、239頁）。 
22 “Aesthetics, Philosophy of Culture and “the Aesthetic Turn””, pp. 33-34. 
23 このようなバウムガルテンによる美学の原義への言及は、アーノルド・バーリアント

（Arnord Berleant, Sensibility and Sense: The Aesthetic Transformation of the Human 

World, Exeter: Imprint Academic, 2010）、ハイモア（“Homework: Routine, Social 

Aesthetics and the Ambiguity of Everyday Life”）、斎藤（Aesthetics of the Familiar: 

Everyday Life and World-Making）などに見られる。 
24 Thomas Leddy, “The Nature of Everyday Aesthetics”, in The Aesthetics of Everyday 
Life, p. 5. 
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ィと同様の立場を取る「日常美学」研究者は他にも見られる。アルト・ハーパラ（Alto 

Haapala）は、「日常美学」は日常の「快い諸側面（pleasurable aspects）」により意識を向

けるべきであると主張する25。またシェリー・アーヴィン（Sherri Irvin）は、美学とポジテ

ィヴな経験を同一視している26。 

アーノルド・バーリアント（Arnord Berleant）は、日常生活を自らの美学の対象の一部

とする社会美学者であり、著作『感受性と感覚：人間世界の美的な変容』の第 9章で「日常

生活のネガティヴ・エステティクス（the negative aesthetics of everyday life）」を主唱す

る27。バーリアントはレディらによる「快適さ」を中心とする「日常美学」に異を唱え、私

たちの感覚に訴えポジティヴな反応を起こさせるものだけでなくネガティヴな反応を起こ

させるものをも、（「日常生活の美学」の対象としての）感性的なもののうちに含めている28。 

そして斎藤の「日常美学」では、快適さでも不快さでもない（ポジティヴでもネガティヴ

でもない）「平凡さ」といった第三の領域とも言うべきものまでもが感性的（エステティッ

ク）なもののうちに含まれている。斎藤は日々の家事や日課といった、ほとんど高尚な思考

や深遠な美的経験につながることのない経験であっても、それらは「感性に訴えかける

（sensuous）」」経験である限りすべて「日常美学」の対象となり得るとしている29。 

日常的な事物が持つ感性にとってポジティヴな質だけでなく、それと同様にネガティヴ

な質やさらには平凡さといった質が「日常美学」の新たな問題意識を発生させている。それ

らはヴェルシュおよびシュスターマンによる「エステティック・ターン」での「感性的なも

の」への回帰には見出されなかったものである。 

 

Ⅱ-2. 「エステティック・ターン」と「エステティック・パラダイム・シフト」 

「エステティック・パラダイム・シフト」とは、『身近なものの美学』の中で斎藤が示し

た概念である30。斎藤のいうエステティック・パラダイムとは何を指しているのか、またそ

れがシフト（転換）するとはいかなる状態を指しているのか。斎藤は自然環境保護運動を例

に論を進める。 

斎藤によれば、現代の世界ではしばしば「大衆的な美的趣味」によって自然環境が蝕まれ

ている。例えば「緑の芝生を好む」という大衆的な美的趣味を満足させるために大量の農薬

 
25 Alto Haapala, “On the Aesthetics of the Everyday: Familiarity, Strangeness, and the 

Meaning of Place”, in The Aesthetics of Everyday Life, p. 52. 
26 Sherri Irvin, “The Pervasiveness of the Aesthetic in Ordinary Experience”, in British 
Journal of Aesthetics 48 (1), 2008, p. 41. 
27 Sensibility and Sense: The Aesthetic Transformation of the Human World, p. 155. 
28 バーリアントによれば、感性的なものの領域には、快い感覚的質だけでなく、「不満を

起こさせる、苦痛を与える、邪悪な、さらには害を与えるやり方（unsatisfying, painful, 

perverse, or even destructive ways）」によって生じる、ネガティヴな反応を起こさせるも

のも含まれる（Ibid.）。 
29 Aesthetics of the Familiar: Everyday Life and World-Making, p. 122. 
30 Ibid., pp. 104-108. 
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が用いられ、そのことは自然環境に悪影響を及ぼしている。つまり現状では、「緑の芝生を

好む」というエステティック・パラダイムが存在し、その優越のために自然環境保護がおろ

そかになっている。斎藤は、「緑の芝生を好む」という現在のエステティック・パラダイム

を、より自然環境保護への配慮がなされているものの見た目には鮮やかではない芝生を支

持するようなエステティック・パラダイムへとシフトさせる方法を考察する。斎藤は既存の

ものに変わる新たなエステティック・パラダイムとして、デイヴィッド・オア（David Orr）

による「どこか別の場所あるいは後の時代で醜さを引き起こさないもの」31を示す。すなわ

ち、たとえあるものが慣習的な感覚の中でただちに私たちにとって美しいものではないと

しても、他の場所や後の時代でポジティヴな美的価値を生むということによって、そのもの

にはポジティヴな美的評価が与えられ得るという可能性を斎藤は示している。このとき、エ

ステティック・パラダイム・シフトは新たな価値が加わることによって達成されている。斎

藤はより自然環境保護に役立つという新たな価値観を加えることによって、鮮やかな緑で

はない芝生の外観を支持するという新たな「エステティック・パラダイム」が生まれる可能

性を示している。これは、モラリティなど他の諸価値よりも美的なものが優越することを示

す「エステティック・ターン」に対する、つまり世界の唯美化に相対する方向へのパラダイ

ム・シフトであると考えられ、斎藤はそのような「エステティック・ターン」に対する批判

的視点を持っていると思われる32。 

 

おわりに 

 本稿は、「エステティック・ターン」と、主に米国での「日常美学」との共通点および相

違点を示そうとするものであった。一見すると両者は大衆文化や日常生活に目を向け、それ

らを美学の領域に加えることで既存の「美的（感性的）なもの」の領域を広げようとする点

において共通している。しかし「日常美学」には、ごく一般的な美的趣味を、「エステティ

ック・ターン」に伴う「唯美化」と反対の方向へとシフトさせようとする動きが見られた。

次に、そのような「エステティック・パラダイム・シフト」と、幅広い「感性的なもの」を

扱うという「日常美学」の問題意識との関連が問われることになるが、これについては今後

の考察対象としたい。 

 
31 David Orr, The Nature of Design: Ecology, Culture, and Human Intention, Oxford: 

Oxford University Press, 2002, p. 134. 
32 このような特に自然環境保護の観点からの現代の世界に対する批判的視点は、「日常美

学」支持者にしばしば見られる。例えばアーヴィンは日常的な快い性質に気づきそれらを

味わうことで大量消費や環境破壊を抑えられるのではないかと提案する（“The 

Pervasiveness of the Aesthetic in Ordinary Experience”, pp. 41-42）。 
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書評論文 

 

音、音楽、聴覚が織りなす豊かな世界 

——源河亨『悲しい曲の何が悲しいのか——音楽美学と心の哲学』を読む—— 

Review Article: Genka Toru, What is "the sadness" in sad music?: Aesthetics 

of music and philosophy of mind [Kanashii kyoku no nani ga  

kanashiinoka: Ongakubigaku to kokoronotetsugaku],  

Tokyo: Keio University Press, 2019 

 

田邉 健太郎1 

Kentaro TANABE 

 

要旨 

分析美学系の音楽美学（（「音楽の哲学 philosophy of music」と呼ばれる）は、西洋音

楽史研究や民族音楽学、サウンド・スタディーズなど他の音（楽）研究と比べて、いかな

る特徴を有しているのだろうか。本稿は、源河亨『悲しい曲の何が悲しいのか』を論評し、

音楽学、サウンド・スタディーズと比較をすることを通じて、音楽の哲学の特徴を明らか

にすることを目的とする。 

 

 当初、2019年に刊行された源河亨『悲しい曲の何が悲しいのか——音楽美学と心の哲学

2』の書評として構想された本稿であるが、最終的には同書の議論と音楽学およびサウン

ド・スタディーズにおける類似の主題に関する議論との比較を試みることとなった。それ

に伴い、同書のすべてを取りあげることが時間的に不可能となり、第 1章から第 7章まで

を検討するにとどまった。全体を取りあげられなかったことは残念だが、同書は美学的問

題を論じた部分（第 2～5章）、音の知覚と存在論を論じた部分（第 6～７章）音楽と情動

のかかわりを論じた部分（第 8～10章）と三分割することが可能であり、それぞれある程

 
1 tanaberou@gmail.com 
2 同書にはすでに難波優輝による書評（『図書新聞』3431 号、2020 年）をはじめとして、複数の書評が

存在している。 



関西美学音楽学論叢 第 3巻第 2分冊・第 4巻 2020年 

Kansai Journal of Aesthetics and Musicology, Vol. 3-(II), Vol. 4, 2020 

 

17 

(11) 

 

度独立性をもったものとみなすことができる。 

 なぜそのような変更が生じたのか。それは、評者が音、音楽、聴覚の論じられ方
．．．．．

の見取

り図を得たいと思ったからである。評者も源河と同じく、分析哲学系の音楽美学（「音楽

の哲学 philosophy of music」と呼ばれる）を専門としているが、同じく音や聴覚を論じ

ている他の領域との接点は必ずしも明確ではない。したがって、音楽の哲学をより広い

音・音楽・聴覚研究の中に位置づけることは、音や聴覚を総合的に理解する上でも、ある

いは、音楽の哲学が今後他の分野と共同で研究を進めていく上でも、有益だと思われる。

音楽の哲学がいかなる問題を論じる際に有効であり、どのような枠組みの中で議論を進め

ているのか、明らかにしたいという思いが評者の中にある3。 

音楽の哲学は、扱われる主題の拡大という意味でも、方法論や研究者ネットワークの拡

張という点でも、現在目覚ましい発展を遂げている。今、評者の手元に、昨年刊行された

『リズムの哲学——美学、音楽、詩』（Cheyne, Hamilton and Paddison 2019）がある。

同書はジャスティン・ロンドン（Justin London）やマイケル・スピッツァー（Michael 

Spitzer）、マイケル・テンザー（Michael Tenzer）といった音楽学者、ガリー・ハグバー

グ（Garry Hagberg）やピーター・サイモンズ（Peter Simons）、マックス・パディソン

（Max Paddison）といった哲学者、さらにジェイソン・デイヴィッド・ホール（Jason 

David Hall）などの文学者がリズムを論じたものである。分析哲学における標準的な事典

である『スタンフォード哲学事典』の項目「音楽の哲学」（Kania 2017）の文献表では分

析哲学者以外の名前はほとんど登場しないが、今後学際的な音楽研究の一翼を担うものと

して、音楽の哲学は発展をしていくと期待できる。 

他分野と音楽の哲学との関連を考えるうえで、多様な主題を緻密に論じた『悲しい曲の

何が悲しいのか』は格好の書物である。音楽のみならず、音や美的経験に至るまで、分析

哲学や自然科学の最新成果を盛り込み、「音のマルチモーダルな知覚」など従来の音楽美

学では取り上げられなかった主題が周到に論じられている4。 

音楽の哲学の書籍としては、すでにセオドア・グレイシック『音楽の哲学入門』（グレ

 
3 「音楽の哲学」については、『美学の事典』（丸善出版、2020 年 8 月刊行予定）に寄稿した拙稿「音楽

理論（現代）——分析哲学の視点で音楽を解剖してみれば」も併せて参照いただければ幸いである。 
4 国内の音楽美学に関する文献と、『悲しい曲の何が悲しいのか』との体系的な比較は、別稿に譲りた

い。 



関西美学音楽学論叢 第 3巻第 2分冊・第 4巻 2020年 

Kansai Journal of Aesthetics and Musicology, Vol. 3-(II), Vol. 4, 2020 

 

18 

(12) 

 

イシック 2019）が源河らによって翻訳されている5。グレイシックと比べた場合、源河の

扱う話題は、副題の通り、「心の哲学」と密接にかかわる問題である。つまり、音や音楽

を知覚したり、それによって情動が喚起される場面に焦点があてられる。 

さらに特徴的であるのは、知覚や情動の論じ方である。源河は「音楽美学の自然化」

（源河 2019: 12）を標榜する。これは、音楽に関する「哲学的考察を行なうにあたって自

然科学との連続性を重視する」（源河 2019: 13）という方針を意味している。たとえば、

「素晴らしい音楽や心地よい自然音を聴いて美を感じたり感動」（源河 2019: 15）6すると

いう経験を考える際、源河は心理学や脳神経科学などの知見を積極的に用いている。した

がって、自然科学の諸領域との連携が考えられるが、それ以外の領域ではどうだろうか。 

本稿の構成は以下の通りだ。第 1節では、「美的判断」や「美的経験」といった美学的

問題に関連する源河の議論を取りあげて、音楽学の議論と比較する。1―1では『悲しい曲

の何が悲しいのか』第 2～5章を概観し、1－2ではスティーヴン・ダウンズが編集した

『音楽美学——音楽学的観点から（Aesthetics of Music: Musicological Perspectives）』

（Downes 2014）の中の論文「価値と判断」を紹介する。第 2節では、音と聴覚をめぐっ

て、源河の議論とサウンド・スタディーズの議論を比較する。2－1では、『悲しい曲の何

が悲しいのか』第 6，7章を紹介し、併せて源河の前著『知覚と判断の境界線』（源河 

2017）から「音の不在の知覚」を論じた章を取りあげる。2－2では、デイヴィッド・ノ

ヴァックらが編集した『音のキーワード集（Keywords in Sound）』（Novak and 

Sakakeeny 2015）の中の諸論文を概観する。 

 

１．美学における基礎的問題 

 

１－１．美学的諸問題に対する源河の議論 

 

『悲しい曲の何が悲しいのか』第 2章から第５章までは、聴取や音楽に限定されない美

学の一般的問題が論じられている。以下では、「美的性質」「美的経験」「美的判断」とい

 
5 評者は『図書新聞』に書評（田邉 2019）を執筆したので、参照いただければ幸いである。また、作曲

家の近藤譲は、エッセイ（近藤 2004）において音楽の哲学の諸議論を取り入れている。 
6 源河は「きく」の表記に、「聞く」ではなく「聴く」を用いている。以下、引用に際しては、特にルビ

を振ることなく、原文のまま表記する。 
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う相互に関連しあう基礎的概念7を説明したのちに、源河が擁護する二つの立場、「美的判

断の客観主義」と「美的経験に関する情動主義」を概観する8。 

 まず、各用語が指し示している具体例を確認し、大まかなイメージを掴むことにしよ

う。美的性質とは、「優美さ、けばけばしさ、繊細さ、ダイナミックさ」（源河 2019: 29）

などである。美的判断とは、「ザ・ストゥージズの《サーチ・アンド・デストロイ》は

荒々しく攻撃的だ」（源河 2019: 21）、「ドビュッシーの《月の光》は儚く優美だ」（源河 

2019: 65）といったものである。美的経験とは、「素晴らしい音楽や心地よい自然音を聴い

て美を感じたり感動」（源河 2019: 15）する経験であり、「雄大な交響曲に圧倒されたり、

波や滝の音で心を落ち着かせたりする」（源河 2019: 65）経験である。 

 次に、各用語の基本的な説明に目を向けよう。 

美的性質と非美的性質の違いは何か。源河は、その違いを二点あげている。第一に、

「美的性質は評価をもたらす性質、つまり、価値性質である」（源河 2019: 29）のに対し

て、非美的性質はそうではないということだ。たとえば、「繊細さ」はポジティヴな評価

を、「けばけばしい」はネガティヴな評価を、それぞれ含意すると考えられる。これに対

して、「音高、音量、音色、色、形、大きさ」（源河 2019: 29）などは、「評価や価値に中

立的である」（源河 2019: 30）ため、非美的性質とされる。第二に、「美的性質を知覚する

ためには、美的なものに関する学習によって感受性を洗練させる必要がある」（源河 

2019: 30）のに対して、非美的性質の知覚にはその必要がないということだ。 

 では、美的性質と非美的性質の関係はどうなっているのか。源河は「あるメロディがダ

イナミックなのはそのメロディが特定の音の配列をしているからだ」（源河 2019: 31）と

いう事例を挙げている。この事例では、「音高の上下関係」（源河 2019: 33）、音色、音量

などが非美的性質に、「ダイナミックさ」が美的性質に該当する。 

両者の関係は、「美的付随性（aesthetic supervenience）」および「ゲシュタルト」とい

う考え方を持ち出して説明されている。美的付随性とは、「対象の非美的性質が変わるこ

となしにその対象の美的性質が変化することはない、という関係」（源河 2019: 31）を意

味する。たとえば、「繊細と言われるメロディの一部の音を変えてしまうと、もはや繊細

 
7 分析美学におけるこれらの主題の概観を知るためには、ステッカー 2013 が参考になる。 
8 上記の章では、先行研究への批判や予想される反論への応答がきわめて大きなウェイトを占めている。

本稿では源河の基本的主張を明らかにすることを主たる目的としているため、必ずしもそれら批判や反論

のすべてを取りあげていないことをあらかじめお断りしておきたい。 
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ではなくなってしまうかもしれない」（源河 2019: 96）という意味で、美的性質は非美的

性質に付随しているのである。また、ゲシュタルトとは「全体のまとまり」（源河 2019: 

31）であり、「ゲシュタルト知覚は、部分の加算的集合[…]には還元されない、全体的なま

とまりの知覚」（源河 2019: 32、[ ]は引用者による省略と補足を意味する、以下同様）と

説明されている。そして、美的性質は、「非美的性質を部分としてもつような全体の関係

としての特徴であ」（源河 2019: 32）る。すなわち、「メロディの繊細さは、そのメロディ

がもつさまざまな非美的性質から作られる全体の特徴、ゲシュタルトだ」（源河 2019: 

91）9。 

ただし、美的性質と非美的性質の間には美的付随性が成り立つとしても、「〈a、b、c、

といった非美的性質をもつものは Xという美的性質をもつ〉といった原理は成り立たな

い」（源河 2019: 97）。たとえば、「繊細さをもつメロディの典型例は、テンポがゆっくり

で、音量は大きくなく、音程の変化がゆるやかである、といった特徴をもつだろうが、そ

うした特徴をすべて備えていても繊細ではないメロディがあったり、そうした特徴をいく

つか欠いていても繊細であったりするものがある」（源河 2019: 97）ため、一般原理は両

者の間では成立しないのだ。 

 では、美的判断と美的経験はどのようなものだろうか。源河は美的に限定されない「判

断」「経験」の水準から説明しており、その説明に基づいて両者を特徴づけている。 

判断とは、以下のようなものである。第一に、「平叙文のかたちで表せる心的状態」（源

河 2019: 23）、「自分が何を思っているか報告できる心の状態」（源河 2019: 23）だと説明

されている。第二に、判断は「ある対象がある性質をもつと述べる働きの一種」（源河 

2019: 23）、すなわち「対象への性質帰属の一種」（源河 2019: 23）である。第三に、「判

断はふつう正誤を問える」（源河 2019: 23）。では、判断の正誤はいかにして決定されるの

か。様々な根拠がありうるが、源河が挙げているのは「知覚経験」という根拠である。た

とえば、知覚経験に基づいて「目の前にあるトマトは赤い」と判断したとき、目の前のト

マトが熟しておらず緑だった場合には、それは誤った判断となる。 

経験という用語を、「何かが意識に現れる状態」（源河 2019: 25）として源河は用いてい

 
9 話が複雑化するため本文中には盛り込むことを控えたが、メロディそれ自体もゲシュタルトとして理解

することができると源河は述べている。「メロディは、個々の音の単なる集まりではなく、個々の音が作

り出している関係」（源河 2019: 33）である。それは、たとえ移調されたとしても、同一のメロディとし

て認識できることからも理解される。 
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る。たとえば、トマトを見るとき赤さが意識に現れ、ギターの音を聞くとき D♭という音高

が意識に現れる。そして、知覚経験は、判断と同様に「性質帰属の一種」（源河 2019: 

24）だと言われている10。 

 

 トマトの赤さを見る経験では、トマトとその赤さが意識に現れる。さらに、そのトマ

トと赤さは別個のものとして意識に現れているのではなく、赤さはトマトがもつ性質

として意識に現れている。その経験は、トマトが赤さという性質をもっていると告げ

ているのだ。同様に、G♭の高さの音を聴く経験は、その音が G♭という高さをもつと

告げているのである。（源河 2019: 24） 

 

だが、意識に現れる「赤さは、言語で完全にすくい取れるものではない」（源河 2019: 

25）。したがって、知覚経験による性質帰属は「言語による性質帰属では捉えきれない細

かい区別が可能なのである」（源河 2019: 25）。また、判断と同様に、知覚経験も正誤が問

えるものだ。すなわち、トマトのあり方、ギターの音のあり方といった「対象のあり方と

照らし合わせて正誤を問える」（源河 2019: 24）のである。 

このような「経験」理解を踏まえた上で、「美的性質を対象に帰属させるのが美的経験

であり、非美的性質を対象に帰属させるのが非美的経験」（源河 2019: 29）と説明されて

いる。つまり、帰属させる性質の違いから、美的経験を特徴づけようと源河は考えている

のである。そして、美的判断とは、「美的経験に基づいて下される」（源河 2019: 29）判断

である。 

 

１－１－１．美的判断の客観性 

 

源河は美的判断の客観主義を擁護する。美的判断の客観主義とは、美的判断は「間主観

的な正誤を問える」（源河 2019: 42, fn. 11）と考える立場である。対立するのは、美的判

断は「「自分にはこう思われる」という主観的な感想の表明」（源河 2019: 36）と考える主

観主義だ。 

 
10 「経験」ということで、源河は「知覚経験」「美的経験」「情動経験」を挙げている（源河 2019: 25）。 
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ここで問われる美的判断には、一定の制約が課されている。つまり、「あの曲は繊細

だ」「この絵は力強い」のように、「対象がどういうあり方をしているのかを説明する内

容、記述的内容を含」（源河 2019: 28）む美的判断のみが考察対象にされている。これに

対して、「良い」「悪い」のような述語は「内容が少なく、おおよそ何にでも当てはまる」

（源河 2019: 27-28）という理由により、考察から除外されるのである。 

日常生活において、我々は様々な判断を下している。そして、「目の前にあるトマトは

赤い」「今の音は Gだ」などの判断は、「その通りだよ」「いや、違うよ」といったよう

に、正誤が問えるものだろう。では、美的判断の場合どうだろうか。「私は Aを繊細と感

じる。あなたは Aを繊細ではないと感じる。それ以上に正誤は問えないよ」という語り、

意見の食い違いは日常でみられるものだろう（「蓼食う虫も好き好き」（源河 2019: 22））。

これは、美的判断の主観主義を裏付けるものではないだろうか。 

では、なぜ源河は客観主義を支持するのか。次のような日常的事例が取りあげられてい

る。 

 

  誰かが書いた作品のレビューを信頼したりしなかったりするということが挙げられ

る。有能な音楽レビュアーが書いた「この曲はダイナミックでパワフルだ」という解

説をみてアルバムを買う場合[…]、なぜ購入したかといえば、その批評家が下した美

的判断を信頼し、その曲を聴けばダイナミックさやパワフルさを聴くことができると

考えているからではないだろうか。他方で、音楽の素人がその曲について何か言って

も、あまりあてにしない。こうした違いは、美的判断には正しいものと誤ったものが

あるという考えを前提としている。（源河 2019: 34） 

 

 日常生活では、主観主義を支持する動機も、客観主義を支持する動機も、どちらも存在

しているように思われる。つまり、日常との合致に訴えるだけでは、主観主義も客観主義

のどちらを採るべきか、決定できないことになる。したがって、源河は、先行研究11をサ

ーベイし、客観主義を支持する論拠を呈示するとともに、客観主義を採る場合に大きな問

題となる「なぜ美的判断に食い違いが多いのか」（源河 2019: 44）を説明できる客観主義

 
11 エディー・ゼマック、ケンドール・ウォルトン、アラン・ゴールドマン、ジェロルド・レヴィンソン、

ジョン・ベンダーが取り上げられている。 
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のモデルを提案しようと試みる。 

先行研究のサーベイの中で、源河自身の主張に深く関連するいくつかの事項を取り出そ

う。 

第一に、美的判断の食い違いは、正しい判断をするための条件に訴えることで説明でき

る、という考え方である。正しい美的判断を下すためには、「偏見をもっていない、適切

な知識がある、適切な感受性を獲得している」（源河 2019: 46）など、主体が満たすべき

条件がある。その知識には、「絵画、キュビズム絵画、ゴシック建築、古典的ソナタ、セ

ザンヌスタイル、後期ベートーヴェンスタイル」（源河 2019: 48）といった「知覚的カテ

ゴリー」が含まれている。 

第二に、「理想的観察者」という考え方の導入である。上記の通り、正しい美的判断を

するためには、条件を満たす必要があるとしても、「ひょっとすると、現実に存在する誰

一人として条件のすべてを完全に満たせていないかもしれない」（源河 2019: 55）。だが、

そうした条件をすべて満たす「理想的観察者という概念
．．

[…]が理解可能であるなら、美的

判断についての客観主義が正しいという可能性も理解可能なものとなる」（源河 2019: 

55、強調は原文）。 

第三に、美的判断が、感受性グループに相対的に正誤を判定される、という考え方であ

る。 

 

  美的判断は感受性グループに相対的な正しさを問えると主張する余地がある[…]。た

とえば、ジャズ好きというグループに属する人の美的判断は、ジャズ好きの理想的観

察者の美的判断と一致するかどうかで正誤が決まる。他方で、クラシック愛好家グル

ープに属する人の美的判断は、ジャズ好きとは別の、クラシック好きの理想的観察者

の判断と比べて正誤が判定される。それぞれのグループで理想となる感受性および理

想的鑑賞者が異なるため、グループをまたいでどちらの美的判断が正しいかは解消不

可能だ。だが、それぞれのグループ内では客観的[…]に正しいとされる美的判断と誤

っているとされる美的判断が区別できる[…]。（源河 2019: 56） 

 

以上の三点は、源河自身の主張においても受け継がれるものである。 

 そして、源河が「もっとも洗練された」（源河 2019: 59）客観主義の擁護と評価するの
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が、ジェロルド・レヴィンソンのものである。 

 美的判断の食い違いはいかに説明されるのか。レヴィンソンは、美的経験を「記述的側

面」と「評価的側面」に分ける。記述的側面とは「対象がもつ美的性質が反映された美的

な知覚印象」（源河 2019: 58）である。これに対して評価的側面とは「記述的側面に対す

る個人的な評価である」（源河 2019: 58）。 

 レヴィンソンは、「たとえ美的述語の適用が厳密に一致していなくとも、適用を一定の

範囲に制限するような対象の〈美的な知覚印象〉が存在する」（源河 2019: 57）と考え

る。たとえば同一の曲を、Aは「荘厳だ」と判断し、Bは「堅苦しい」と判断する。だ

が、Bは Aの判断を理解できるはずだ。「自分はその曲を「荘厳だ」とは言わなかった

が、その手の曲が好きな人ならきっとそれを「荘厳だ」と判断するだろうとわかるのだ。

その曲はそういう聴こえ方をしているのである」（源河 2019: 57）。両者は、同一の美的な

知覚印象を所有しているから、お互いの評価が理解できるのである。人々が抱く美的な知

覚印象それ自体は、対象がもつ美的性質を正しく捉えられているかどうかを問うことがで

きるため、正誤を問うことができる。したがって、美的判断の客観主義は擁護可能という

のである。 

レヴィンソンの議論において、「客観主義を擁護するために知覚を強調する方針は理に

かなっている」（源河 2019: 62）と源河は評価する。知覚経験は現実と対応しているか否

かによって正誤を決定できるがゆえに、知覚経験に基づいた美的判断もまた正誤を問える

ことになるからだ。では源河は、レヴィンソンの議論のいかなる点に不満を感じたのか。

それは、レヴィンソンの議論では、「評価的側面」も美的性質の知覚に基づくことが保証

されないという点である。「レヴィンソンのように評価と知覚を明確に分けてしまうと、

判断が基づく知覚的印象が美的なものなのかどうか不明瞭になってしまう」（源河 2019: 

63）。つまり、美的経験の記述的側面なるものは、非美的性質の知覚であり、非美的経験

であるかもしれず、評価的側面なるものは非美的経験に対する主観的感想に過ぎないかも

しれないからだ。したがって、「客観主義を擁護するためには、評価的要素と知覚的要素

を緊密に結びつけた美的経験のモデルが必要となる」（源河 2019: 63）。それが、以下で扱

う「情動主義」と呼ばれるモデルである。 
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１－１－２．美的経験の情動主義 

 

美的経験について、源河は「情動主義」と呼ばれる立場を支持する。情動主義とは「人

は何かを美的に経験し、それを美的に判断するときには、それを知覚するだけでなく、心

を動かしていなければならない」（源河 2019: 65）と考える立場だ。 

なぜ情動主義を支持すべきなのだろうか。源河の考える理由は二つある。第一に、情動

主義は日常経験と合致する。たとえば、「雄大な交響曲に圧倒されたり、波や滝の音で心

を落ち着かせたりするように、美的経験には何かしらの情動が伴っているだろう」（源河 

2019: 65）。第二に、情動主義は美的経験をうまく説明することができる。源河によれば、

情動は「評価」「感情価（valence）」「身体反応の感じ」の三つの特徴を有している。 

 

  クマと遭遇して恐怖を抱く場合、まず、自分の身に危険が迫っているという評価
．．

が下

される。危険は自分にとって悪いものであるため、その回避を促すネガティヴな感情
．．

価
．
が生じる。そして、回避行動をとるための身体反応

．．．．
が生じる。（源河 2019: 74、強

調は引用者） 

 

では、「雄大な交響曲に圧倒されたり、波や滝の音で心を落ち着かせたりする」のような

美的経験はどうか。源河の分析を踏まえると、次のように言うことができる。これらの経

験では、ポジティヴな評価が伴っており、それは情動を持ち出すことで説明できる。ま

た、美的経験は、その経験を繰り返したくなるという特徴がある。これは、情動がもつポ

ジティヴな感情価によるものと説明することが可能である。そして、「対象に心を動かさ

れるときには、身体的反応が活発になる（身体的な興奮を覚える）」（源河 2019: 75）。情

動主義によって、美的経験はこのように説明できる。 

 美的経験の情動主義を採用することで、美的判断の客観主義を擁護するさらなる論拠も

与えられる。 

第一に、情動には「評価」が含まれているので、「情動を引き合いに出すことで、美的

経験の評価的側面を情動の評価で説明できるようになる」（源河 2019: 80）。 

第二に、「評価の基準が分かれること、基準が変わりうること、基準が客観点になるこ

とを、情動反応の学習によって説明できる」（源河 2019: 80-81）。 
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鍵となるのは、「感受性」という概念である。先に紹介したように、「感受性グループに

相対的な正しさ」（源河 2019: 56）に訴える先行研究を源河は取りあげていたが、そこで

は感受性の内実は明らかになってはいなかった。源河によれば、感受性は「学習を通じて

獲得される価値性質を知覚するための能力」（源河 2019: 75）であり、感受性の学習とは

「対象を知覚した時に特定の情動をもつような学習」（源河 2019: 91）である。情動とい

う視点を組み入れることで、たとえば次のように、議論を先に進めることができる。 

 

  ギターウルフの《環七フィーバー》を聴いたとき、ガレージロックやパンクロックが

好きな人は「パワフルでダイナミックだ」と判断するが、クラシック好きの人は同じ

曲を「やかましい」としか思わない。[…]そして、いくら議論を重ねても、どの判断

が正しいか答えがでないとしよう。それでも「《環七フィーバー》がパワフルでダイ

ナミックだ」という判断は、ガレージやパンク好きのなかでの理想的な感受性を基準

にすれば、正しいと言える。《環七フィーバー》はそうした感受性をもつ人にポジテ

ィヴな評価を伴う情動を喚起するのである。（源河 2019: 79-80） 

 

第三に、知覚と情動を結びつけることによって、美的判断において「知覚的側面」と

「評価的側面」が結びつくという具体的内実を明らかにできる。 

鍵となるのは、「認知的侵入可能性」と呼ばれる考え方だ。これは、「二人の主体ないし

異なる時点での同一の主体が、同じ外的条件で同じ対象を知覚していたとしても、主体が

もつ知覚以外の認知状態の違いのために、知覚経験が異なりうる」（源河 2019: 84）とい

うものだ。ここで言われる認知状態の違いとは、過去に経験したことの「記憶」の違いで

あったり、知覚するときの「情動」の違いであったりする。たとえば、「恐怖」という情

動が知覚に与える影響として、以下の事例が挙げられている。 

 

  被験者の前に生きたタランチュラを提示し、それによって被験者が恐怖を感じると、

タランチュラまでの距離が実際よりも近く見えるというのだ。この結果は次のように

解釈されている。恐怖を与える対象からはなるべく早く離れた方がよく、離れるとい

う行為が早く生じるには、タランチュラまでの距離が実際よりも近く見えてしまって

いる方がよい。怖いものがより迫っているように見えた方が素早く逃走反応が生じ
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る、というのである。（源河 2019: 86） 

 

では、このような認知的侵入可能性は、美的経験においてどのように働いているのだろう

か。 

 正しい美的判断を行うためには、適切な感受性を獲得している必要がある。「感受性を

十分に獲得している主体は、対象を知覚したときに特定の情動をもつような学習を受けて

いる。そうした主体は、対象が自分にとってポジティヴなものかネガティヴなものかを評

価する情動を抱くだろう」（源河 2019: 91）。 

 こうした主体においては、「情動は知覚に影響し、非美的性質の知覚を変化させる。た

とえば、特定の情動をもっていなかったときとは異なる音量・音高・音色・形・色などを

知覚するようになる」（源河 2019: 92）。恐怖が距離の知覚に影響を及ぼしたように、感受

性と結びつく情動は非美的性質の知覚に影響する。 

 そして、本節の初めで述べたように、美的性質はゲシュタルトであり、それを知覚する

とはゲシュタルトの知覚である。情動が知覚に及ぼす影響は、次のようにして、美的経験

につながるのである。 

 

  そうした個々の非美的性質、言い換えると部分の知覚が変化すれば、部分－全体関係

の知覚、つまりゲシュタルトの知覚が変化する。このように変化した知覚によって、

最初の知覚印象が変更され、その結果、情動による評価が修正されることもあるだろ

う。さらに、修正された情動が再び非美的性質の知覚やゲシュタルト知覚を変化させ

ることもありうる。とはいえ、こうしたフィードバック・ループはどこかで安定する

と考えられる。そこで際立ってくるのが美的性質であり、その経験が美的経験だと考

えられるのである。（源河 2019: 92） 

 

このように、知覚と評価が結びついた美的経験モデルが提示されている。 

 

１－２．美学的諸問題に対する音楽学の議論 

 

１－2では、スティーヴン・ダウンズが編集した『音楽美学——音楽学的観点から』
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（Downes 2014）に収められている論文「価値と判断」（ジェームズ・ギャラット James 

Garratt12）を紹介し、源河の議論との比較を試みたい。同書は西洋芸術音楽を専門とする

音楽学者によって書かれており、「絶対音楽」「ロマン主義／反ロマン主義」「物語（narrative）」

「プロパガンダ」など 13の項目が取り上げられている。オリジナルの議論を展開するとい

うよりは、各概念の紹介に重きを置いた教科書的体裁をとっている。 

 

１－２－１．美的判断に関する問題 

 

 まず、ギャラットの主張を概観したい。ギャラットは次のような問いを立てている。 

 

 もし、伝統的な美的価値が修復不可能であったり、あるいは望ましくないものである

ならば、そのことは、ボードリヤールが述べるような、価値から解放されたニヒリズ

ムの類を受け入れることを我々に迫るのだろうか。そして、芸術の商業化（芸術的価

値が経済的価値へなだれ込むこと）を、我々が生きるポストモダン（ポスト・ポスト

モダン）の時代において不可避なものとしてみる彼[ボードリヤール]は正しいのだろ

うか。（Garratt 2014: 24） 

 

この問いの背景には、「価値という問題を、音楽家や音楽学者たちは直接に立ち向かうと

いうよりも、遠回りに語る傾向にある」（Garratt 2014: 22）というギャラットの観察に基

づく見解がある。 

 

  今日、美や共有された美的価値を通じて統合される社会という考えは、素朴ないし危

険な幻想であるように思われる。普遍的価値という考えを棄却し、真・善・美をイデ

オロギー的に疑わしいフィクションとして退けることで、価値を所与として受け取る

のではなく、その文化的に偶然的な性格と局所的な作動域を強調するようになってい

る。（Garratt 2014: 23） 

 
12 マンチェスター大学の音楽学シニアレクチャラー兼オルガニスト。著書に『パレストリーナとドイツ・

ロマン派の想像力——19 世紀音楽の歴史主義を解釈すること』（2002）などがある（Downes ed. 2014 の

執筆者紹介より）。 
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そのうえで、なお価値を（いかに）語れるのか、という問いにギャラットは取り組むので

ある。 

ギャラットは、この問いに対する立場を三つに分類する。第一の立場は、音楽の評価を

「個人的趣味（personal taste）の問題」「主観的」とみなし、特定の作品やジャンルを称

揚することを「エリート主義」ないし「不寛容」と考える立場である。諸文化から超越し

た「普遍的、超越的価値」（Garratt 2014: 24）を否定する。これは、ギャラットによれ

ば、音楽学者を含め最も一般的立場である（Garratt 2014: 24）。 

これに対して、「[普遍的価値に]懐疑な人、主観主義者の心性（sceptical, subjectivist 

mentality）は、資本主義と文化産業によって（モダニストによる批判）、あるいは当世の

相対主義と文化的没落によって（伝統主義者による批判）生み出された集団的迷妄

（delusion）の一形式であ」（Garratt 2014: 24-25）ると批判するのが第二の立場であ

り、彼らは自身が支持する音楽がもつ「比類なき価値」（Garratt 2014: 25）を強く擁護す

るのである13。 

そして最後の立場は、ギャラットが支持するものだ。それは、次のように説明されてい

る。 

 

価値判断が純粋に主観的であるとする考えを否定し、個人の趣味が社会的コンテクス

トの中でいかに形成され、いかに分節化されているのかを強調する。同時に、価値に

対する多元的アプローチをとり、現在共存している価値体系の多様性を認め、統一さ

れたアートワールドあるいは美的体制という考えに沿って理解された価値の理解を退

ける。（Garratt 2014: 25） 

 

  良い音楽と悪い音楽は存在する。ただし、関係的な意味で（relationally）（すなわ

ち、特定の価値共同体で支持される局所的、偶然的な基準と相対的に）のみ、そうで

ある[…]。（Garratt 2014: 29） 

 

価値判断を行う個人のレベルでは、「価値の判断は個人の主観の表現ではない」「個人の趣

 
13 ロジャー・スクルートンとアドルノの名前が挙げられている。 
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味は社会的コンテクストにより形成される」と述べられている。次に、その時判断される

「価値」に関しては、複数の価値体系が存在しており、統一された価値という理解を否定

している。 

ギャラットは「価値判断が客観的である」と考えるが、ここでは、二つの客観性が区別

される。第一の客観性は「楽曲分析に基づく根拠に基づいた論証が、価値判断を客観的に

「証明する」手段を与える」（Garratt 2014: 29）という意味の客観性である。ギャラット

は、カール・ダールハウスら旧世代の音楽学者たちがそうした見解に与していると指摘し

たうえで、「（不偏性、普遍的で無時間的価値といった観念のような）役に立たない数多く

の連想を呼び起こす」（Garratt 2014: 29）と退けている。だが、聴き手の印象を記述する

のではなく、対象がもつ性質に言及するという意味では、価値判断は「客観性」をもつこ

とを認めている（第二の客観性）。 

そして、価値判断は、「原理」と密接に結びついている。「音楽の価値の判断は、単なる

好み以上のものである。なぜなら、その価値は、共有されている諸原理（principles）へ

の訴えを伴っているからだ」（Garratt 2014: 29）。たとえば、「アリストテレスからアウグ

スティヌス、トマスに至るまで、美しい対象は必然的に秩序や統一性、均整、明晰さ、複

合性を示している」（Garratt 2014: 29）と考えられている。 

だが、「一つの国家的伝統の内部で一般的規範として機能していた諸基準（criteria that 

served as generic norms）が、他所でも同等の重みをもつと考えることは避けるべきだ」

（Garratt 2014: 30）。そのような事例として、ギャラットは、リムスキー＝コルサコフ

《シェヘラザード》の第 2楽章に登場する主題（5～19小節）についての二つの異なる評

価を紹介している（Garratt 2014: 30）。 

 スクルートンは同主題について、「旋律線の軟弱さ（limpness）、内声部の不十分さ、展

開の失敗」（Scruton 1997: 373; Garratt 2014: 30）を指摘して、否定的評価を下してい

る。これに対して、リムスキー＝コルサコフの擁護者は、そうした否定的評価が作品の強

みである「テクスチャーと構造の準交響的な（quasi-symphonic）複合性による抑制され

ない表現の直接性」（Griffiths 1990: 245; Garratt 2014: 30）を見落としていると批判する

だろう。 

 こうした二つの相反する評価について、ギャラットは次のように評している。 
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  たしかに、「quasi recitando」語法と、主題の拍節的あいまいさがもつ展開の潜在的

力（後続の変奏で十分に発揮される潜在的力）を考えるならば、スクルートンの論証

は杜撰に見える。[だが、]たとえそうだとしても、スクルートンの否定的評価は、別

の根拠から正当化されるかもしれない。21世紀初頭から見れば、その主題はオリエン

タリズムのキッチュ（密集した砂漠のキャラバンとハーレムの女性）に感じられる

[。]（Garratt 2014: 30） 

 

楽曲がもつ構造に着目した場合に、相反する評価が下され、その基準ではスクルートンが

杜撰に思われる。だがそれは、楽曲構造の巧みさで価値を判断する「一つの国家的伝統の

内部で一般的規範として機能していた基準」に過ぎない。21世紀初頭という「他所」から

すれば、また別の評価が下される、というのがギャラットの主張である。 

 

１－２－２．評価基準形成の具体例 

 

価値判断に関する上記のような議論を行った後に、ギャラットは、「いかにして、価値

評価の原理が形成されるのか」という問いに取り組み始める。そのために、1800～1830

年代におけるオーストリア、ドイツ音楽の評価原理の形成と、1960年代ロックのそれを、

当時の音楽批評を手がかりに明らかにしている。ギャラットはこう書いている。 

 

 ベートーヴェンやビーチボーイズの音楽に取り組むことは、[その時代の]新しい価値

を把握するために（そして、新しい考え方がいかに前の時代のものと相互作用してい

たのかを理解するために）、決定的に重要である。だが、それら二つの文化において

働いていた価値体系を理解するために、[その時代の]典型的な楽曲から規則なり原理

をただ演繹することはできないのである。（Garratt 2014: 32） 

 

楽曲を分析することと同時に、その当時の「音楽－美学的言説（music-aesthetic 

discourse）」（Garratt 2014: 32）がいかに機能していたのかを解明する必要があるのだ。 

 ある時代において、単一の価値基準が存在しているのではなく、複数の（場合によって

は相反する）価値基準が存在している。たとえば、19世紀前半の西洋芸術音楽の価値基準
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は、以下のようにまとめられている。 

  『一般音楽新聞』や 19世紀の他の雑誌の中で、音楽批評に見出される評価原理は、

四つの区別される思考系列が反映されている。（1）カントとシラー、および彼らの考

えを受け入れ発展させた音楽批評家たちの美学、（2）E. T. A.ホフマンによって普及さ

れた器楽音楽のロマン主義的な超越論的／観念論的美学、（3）ヨハン・ゲオルク・ズ

ルツァーのようなエンサイクロペディストらに主に由来する、カント以前の美学理

論、（4）18世紀の作曲論（ヨハン・フィリップ・キルンベルガーやハインリヒ・クリ

ストフ・コッホのような）から引き出された、より実践志向の、ジャンルに焦点を当

てた基準。（Garratt 2014: 32） 

 

前二者が新しい価値原理だとしても、後二者もまた広く引き合いに出されていたのであ

る。 

ギャラットは、19世紀前半の西洋芸術音楽、1960年代ロック、それぞれの音楽批評言

説に共通する点を論じている。たとえば、価値判断の基準において、ある種の音楽が別種

の音楽よりも優れている、等の序列化は、西洋芸術音楽に限られたものではない。60年代

ロックなど、「価値づけを行う全てのコミュニティは、自身を定義し、長続きさせるため

に、順序付けや排他的戦略に頼っている」（Garratt 2014: 28）のである。あるいは、同じ

時代に同一の用語が異なる意味で用いられていたという事象も、共通している。たとえ

ば、ベートーヴェンの時代にあっては「天才」概念が、60年代ロックでは「正統性

（authenticity）」概念が、異なる意味を担うものとして用いられていた。 

だが、ギャラットの実証的議論の詳細を紹介することは控え、源河との比較に移りた

い。 

 

１－３．源河とギャラットの比較  

 

ギャラットの議論と源河の議論を比較すると、何がわかるだろうか。ここでは、二点簡

潔にコメントしたい。 

第一に、ギャラットの議論において、知覚はどのような位置にあるのだろうか。たとえ
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ば、ギャラットは「音楽の価値を評価するための原理」として、レナード・マイヤーの主

張に言及している。マイヤーは次のように考える。 

 

音楽が価値を獲得するのは、[聞き手に]期待をもたせ、その充足を引き延ばすことに

よってである。障碍を作り出し、克服することを通じて、音楽は慣習的なものを打ち

破り、聞き手の満足を高めるのである。（Garratt 2015: 29） 

 

これは「聞く」経験と関連するように思われる14。だが他方で、ギャラットは「音楽の価

値を評価するための原理」として、ハインリヒ・シェンカーの見解も並置している。それ

は、「有機的統一性が、彼[シェンカー]の分析方法を通じて検証可能であり、音楽的価値の

明白な尺度を与える」（Garratt 2015: 29）とまとめられており、ここでは知覚がどのよう

な役割を果たすか、必ずしも明らかではないように思われる。 

 ギャラットがこれらの原理に言及した理由は、「一般的原理によって、個別作品の価値

の特殊性は評価できない」「ある文化圏における原理が他所でも同等の重みをもつと考え

るべきではない」と論じるためであった。その流れで、《シェヘラザード》の相反する評

価が例示されたのである。ギャラットにとって問題となるのは、音楽の「価値」であり、

価値をめぐる言説の歴史的社会的考察なのである。その中に、マイヤーのような「聞くこ

と」に基づいて価値を判断するといった立場が、位置づけられているのである15。 

では逆に、これが二番目のコメントになるのだが、ギャラットが関心を抱いて詳述した

社会の中で形成される価値評価の原理は、源河の議論のどこに位置づけられるのか。 

まずはっきりさせなければならないのは、源河はギャラットの歴史的社会的考察を十分

に受け入れることができるということだ。源河は聞くことの「共通性」と「個別性」を分

けている（源河 2019: 3-8）。共通性に注目するならば、「曲は何であれ、音楽を聴くとき

 
14 マイヤーのこうした側面については、小寺，西田，中村 2012 が参考になる。 

15 同一の曲について、楽譜を分析して「なんと均整
．．

がとれているのだろう」と判断したり、曲を聞いてい

て「なんと均整
．．

がとれているのだろう」と判断することを想像しよう。前者は（現実に可能かどうかは措

くとして）「聞く」ことを必要とせずに判断されうるものであり、後者は「聞く」ことによって判断され

ている。そして、二つの判断が行われるときに、意識に現れるものも異なっている（少なくとも前者にお

いて聴覚経験は意識には表れていない）。ギャラットは前者の水準で「美的判断」を論じることが多く、

源河はもっぱら後者の水準で自身の議論を進めている。あるいは、楽譜を分析して「なんと均整がとれて

いるのだろう」と判断し、その曲の演奏を聞いて「やはり曲の均整をうまく表現していた」と判断すると

き、二つの判断はどのような関係にあるのだろうか。 
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に人の心がどういう状態にあるのかを明らかにしようと」（源河 2019: 3）する。それに対

して、個別性に注目するとは、たとえば「時代や文化が違えばまったく異なった曲が作ら

れ、それに応じて曲を聴く経験もまったく違ったものになっている」（源河 2019: 4）と考

えることである。そして、個別性に着目するためには、「その曲が成立した時代や地域、

そして、それを聴く人が育った時代や地域を考慮する必要があり、そこでは音楽史や音楽
．．．．．．．．．．

批評の研究を参照する必要が出てくる
．．．．．．．．．．．．．．．．．

」（源河 2019: 8、強調は引用者）。そのうえで、『悲

しい曲の何が悲しいのか』では「一般性」の水準で議論を進めると述べているのである。

加えて、源河にとっての問題は「価値」ではなく、「美的性質」「美的経験」「美的判断」

であった。 

 ギャラットは、ある時代と文化において、評価に関する統一された原理が存在するわけで

はないことを論じようとしていたのであった。したがって、たとえば、 

 

対象に対してどういった情動をもてば適切な感受性をもったとみなされるかは、学習

が行なわれる社会や文化、それらに関する知識にも依存している。（源河 2019: 92） 

 

といった論点に関して、両者の議論を接続させることができるのではないか。 

ギャラット自身「良い音楽と悪い音楽は存在する。ただし、関係的な意味で（relationally）

（すなわち、特定の価値共同体で支持される局所的、偶然的な基準と相対的に）のみ、そう

である[…]」（Garratt 2014: 29）と述べている。これは、美的判断に関して、「感受性グル

ープに相対的な正しさ」（源河 2019: 56）を決定できるという源河の主張と同じ方向を向い

ていると言える。 

ただ、全体の印象としては、源河が「美的判断は正誤が問える」という主張の論証と、個

人内部の美的判断を行う仕組みの解明に重きを置くのに対して、ギャラットは「関係的な意

味で」の具体的内実を明らかにしようとして、時代や地域に支配的だった評価原理を実証的

に研究しているように思われる。 

ギャラットが途中で紹介した《シェヘラザード》の評価を事例にとろう。「旋律線の軟弱

さ、展開の失敗がみられる」「抑制されない表現の直接性を感じ取ることができる」という

種類の判断について、源河は「客観主義」を支持し、かつそのような判断が基づく「美的経

験の情動主義」を擁護する。あるいは、源河の問題設定では、旋律線がもつ非美的性質と、
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「軟弱さ」という美的性質の関係性が問題になる。これに対して、ギャラットは、楽曲構成

に関する判断（「展開の失敗という主張は杜撰である」）と、「21世紀にあってはキッチュの

ように感じられる」という判断を対置しているのである。 

 

２．音と聴覚をめぐって 

 

２－１．音と聴覚に関する源河の議論 

 

源河は『悲しい曲の何が悲しいのか』第 6章と第 7章で、また前著『知覚と判断の境界

線』第 5章で、分析哲学における「音の哲学」「聴覚の哲学」を論じている16。「音の哲

学」「聴覚の哲学」は、音楽の哲学とは別の文脈で論じられるのが常である。たとえば、

『スタンフォード哲学事典』に収められている「音（Sounds）」（Casati, Dokic and Di 

Bona 2020）の構成は「１．音の近位説」「２．音の中位説」「３．音の遠位説」「４．非空

間説」となっており、音楽という単語は非空間説との関連で主として論じられている。ま

た、「聴覚的知覚（Auditory Perception）」（O'Callaghan 2020）は「１．他の[感覚]モダ

リティと知覚の哲学」「２．聴覚的知覚の対象」「３．聴覚的知覚の内容」「４．様々な種

類の聴覚的知覚」「５．結論と今後の方向」から成り立っており、音楽は「４．様々な種

類の聴覚的知覚」の下位項目として取り上げられているに過ぎず、しかも、音楽を聞くと

き、我々は音を音源やそれを生み出す環境から切り離し、音それ自身を聞いているとする

「アクースマティック・テーゼ」に焦点が絞られている17。したがって、音楽の哲学と音

の哲学、聴覚の哲学を結びつけたこと自体意欲的な試みであり、かつその中でも独自の見

解を述べている点で、源河の議論は大変意義あるものと言えるだろう。 

 まず問われるのが、「音とは何か」という問題だ。源河は音があると思われる空間的位

 
16 村田 2019 の第 5 章では、音をめぐって分析哲学、現象学、生態音響学など複眼的な考察が試みられ

ている。 
17 「アクースマティック」という用語はさまざまなコンテクストで用いられている。分析哲学における音

の哲学では、「アクースマティック」はロジャー・スクルートン（Scruton 1997）により支持される「ア

クースマティック・テーゼ」と結び付けられて取りあげられることが多い（詳細は田邉 2018b を参照さ

れたい）。以下に示すように、源河はそうした考えに真正面から反対し、「音楽知覚にも物体知覚が関わっ

てくる」（源河 2019: 119, fn. 4）、「音楽を聴くときに、人はその空間的位置を把握することができるが、

それよりも音量・音高・音色の関係や調性に注意を向ける傾向にあるだけなのだ」（源河 2019: 119, fn. 

4）と主張する。 
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置に着目して四つの立場に分類する18。 

 

近位説：「音は、聴覚システムが反応するという出来事（または、その反応によって

生み出された主観的な感覚）である」（源河 2019: 107） 

中位説：「音は、空気や水といった媒質のなかを伝わる振動、つまり音波である」（源

河 2019: 107） 

遠位説：「音は音波を生み出した物体の振動である」（源河 2019: 108） 

非空間説19：「音は空間的位置をもたない」（源河 2019: 118） 

 

音波が鼓膜を振動させ、音が聞こえる。そして、その音は各人の頭の中にある、と考え

るならば、近位説をとることになる。そして、近位説では、「「音がする」ことと「音が聴

こえる」ことを区別」（源河 2019: 106）しない立場だ。これに対して、音がすることと音

が聞こえることを区別すると、中位説のような立場への道が拓かれる。 

源河は遠位説を支持するが、それは次のような理由からだ。まず、聞くという経験を精

査すると、音の位置は、音波を発する物体（スピーカー、人の足音など）がある場所にあ

ると我々が理解していることがわかる（音の定位に基づく論拠）。つまり、遠位説は、

我々の実際の聞こえ方に合致しているがゆえに、支持されるというのである。 

次に、知覚のマルチモダリティも遠位説を支持する。知覚のマルチモダリティとは「そ

れぞれの感覚モダリティは互いに独立に別々の対象を捉えているのではなく、それぞれが

共同して同一の対象を捉えている」（源河 2019: 114）ということを意味している。たとえ

ば、「マガーク効果」と呼ばれる現象では、「「ガ」と言っている口の動きの映像に合わせ

 
18 民族音楽学者のアンドリュー・J・アイゼンバーグによれば、「音の空間性と空間の音的性格は、「[デヴ

ィッド・ハーヴェイやアンリ・ルフェーブルらによる]「空間的転回（spatial turn）」以前には西洋思想

においてめったに考慮されなかった」（Eisenberg 2015: 195）。 
19 ピーター・ストローソン、スクルートンがその支持者として有名。ストローソンの音の哲学については

村田 2019: 215-222 を、スクルートンの音楽美学については田邉 2018b を、それぞれ参照。なお、スク

ルートンは音と虹を類比的に捉えているが、飯田 2019 にはスクルートンのそうした側面への言及が散見

される。同書には次のような記述がみられる。「スクリュートン
マ マ

が挙げている[ものの知覚を含まない出来

事の知覚の]例は、音といっても、音楽で出会うような音の場合である。音楽における音、とりわけ西洋

近代音楽におけるような音は、言語音とともに音の中でも特別な扱いが必要である。というのは、そうし

た音は、それが出来事として実際に鳴っている場合であっても純粋に具体的な事象ではなく、そこには、

タイプ的存在者である対象が関与しているからである」（飯田 2019: 231, fn. 7）。関連して、本稿註 22 も

参照されたい。 
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て「バ」という音を聴かせると、「ガ」でも「バ」でもなく「ダ」と言っているように聴

こえる」（源河 2019: 114）。これは、「視覚の影響で聴覚的知覚が変化してしまう」（源河 

2019: 114）事例である20。 

 では、なぜマルチモダリティが遠位説を支持するのだろうか。鍵となるのは、各感覚モ

ダリティからの情報が、「同一対象」についての情報として処理されるということだ。マ

ガーク効果でいえば、「バ」という音と口の動きの映像は、同一の対象として処理されて

いる。したがって、 

 

聴覚の対象である音は、視覚によっても聴覚によっても捉えられ、視覚・触覚情報と

調整されるものだと言えるだろう。そうであるなら、知覚的意識に現れる音は、音波

ではなく、音波を生み出した物体の振動だと考えられる。（源河 2019: 117）21 

 

 音が「音波を生み出す物体の振動」であり、それは聴覚のみならずほかの感覚モダリテ

ィによっても捉えられるという主張は、音楽に対しても適用される。 

 源河によれば、「音楽と同一視される出来事は、演奏者が楽器を使って行うパフォーマ

ンス全体」（源河 2019: 129）である22。ここでは、どこまでを音楽＝パフォーマンスに含

めるか、という問題に心が配られている。「ギターの弦やドラムの打面（ヘッド）、サック

スのリードといった、演奏者が直接操作する部分の振動」（源河 2019: 129）は、それに該

当するだろう。だが、それらに加えて、源河は「楽器それ自体」と「演奏者の身体」も、

音楽パフォーマンスに含めるのである23。というのも、ギターのボディ（楽器それ自体）

 
20 調整は、聴覚と視覚の間に限定されるものではない。たとえば、「ポテトチップスを食べるときに咀嚼

音を強調した音をヘッドホンで聴いていると、ポテトチップスが実際よりサクサクに感じられる」（源河 

2019: 116）という「触覚」と「聴覚」の間の調整なども紹介されている。 
21 「音は見ることも触れることもできない」という常識と対立する見解ではないか。このような反論に対

して、源河は次のように述べている。「音は目に見えないし触れないとよく言われる。確かに、音量・音

高・音色といった性質は、色が視覚でしか知覚できないように、聴覚でしか知覚できないものである。だ

が、それら聴覚的な性質の担い手である音は、物体の振動と同一であり、見たり触ったりできるものなの

だ」（源河 2019: 117）。 
22 源河は、曲と「音楽」（「パフォーマンス」「演奏パフォーマンス」「音楽パフォーマンス」とも呼ばれ

る）を区別する。「作曲者によって作り出される曲は音の配列の抽象的タイプであり、音楽鑑賞とはそう

したタイプを評価することだと考えるなら、視覚情報は曲の鑑賞に無関係だと言えるかもしれない。だ

が、ここで問題になっているのは、演奏パフォーマンス、ライヴ音楽というトークンである。そして、そ

れはマルチモーダルに知覚されるものだ」（源河 2019: 136, fn. 6）。「タイプ」と「トークン」について

は、田邉 2012 で論じている。 
23 田邉 2019b では、弦楽四重奏の演奏を分析するにあたり、「身体性」「エントレインメント」「我々－



関西美学音楽学論叢 第 3巻第 2分冊・第 4巻 2020年 

Kansai Journal of Aesthetics and Musicology, Vol. 3-(II), Vol. 4, 2020 

 

38 

(32) 

 

などが変化すれば弦の振動も変化するし、「ギターの弦をピックで弾くか指で弾くか、指

を使うにしても弦を指ではじくのか弦を叩く（タッピングする）のかの違いで音が変わっ

てくる」（源河 2019: 129）からだ。音楽はパフォーマンス全体であり、音と同様に「見

る」ことも、「触れる」こともできるマルチモーダル知覚の対象ということになる。 

 次に、「マルチモーダル知覚という観点からすると、視覚情報がライヴパフォーマンス

の美的性質に緊密に
．．．

関わってくる」（源河 2019: 131-132、強調は原文）と言われる。源河

は「ピート・タウンゼントのウィンドミル奏法」（源河 2019: 132）を事例に挙げている。

「通常、ギターでコードを弾くなら肘もしくは手首を上下に動かして弦をかき鳴らせばよ

いが、ウインドミル奏法とは、まっすぐに伸ばした腕を肩関節から風車のように一回転し

て弦をかき鳴らすというものである。このダイナミックな腕の動きは、鳴らされている音

をよりダイナミックなものとして聴かせる効果があるだろう」（源河 2019: 132）。 

だが、ここで重要なのは、「緊密に」という強調の意味である。それは、パフォーマン

ス中、単に演奏者の姿など知覚的要素が気になるというのではなく、視覚情報を見落とす

ならば「音楽がもつ美的性質を捉えそこなっている誤った判断」（源河 2019: 134）を下す

ことになってしまう、ということを意味する。 

 なぜ、こうした強い主張を源河は行うのだろうか。それは、第 1節で紹介した「美的性

質」に関する理解ゆえである。すなわち、「演奏された音楽がもつ美的性質を適切に捉え

るためには、それがもつ非美的性質をすべて正しくとらえなければならない」（源河 

2019: 133-134）と源河は考えるからだ。そして、演奏された音楽とは、聴覚のみならず視

覚によって「同一の対象」として捉えられるものだ。「聴覚情報と視覚情報は意識下で調

整され、意識にのぼる段階では混ざりあった分離不可能なものとして経験されている」

（源河 2019: 132-133）のである。したがって、音楽の美的性質は、視覚的情報にも依存

しているのである。 

 その他、源河は「何が鑑賞の対象となりうるか」という問いに対して、「オアシスのラ

イヴでは観客の歌声も鑑賞対象の一部と言えるのではないか」といった興味深い考察を行

っており（源河 2019: 134-135）、また、「ライヴ音楽（生演奏）の鑑賞」と「レコード音

 

行為者性（we-agency）」などの諸概念に注目し、現象学と認知科学の融合的アプローチを採るサイモ

ン・ホフディングの議論を紹介するとともに、木村敏の「あいだ」論との比較を試みている。 
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楽（録音物）の鑑賞」の区別24なども論じているが、次の話題に移りたい。 

源河は前著『知覚と判断の境界線』（源河 2017）の中で「音の不在の知覚」という極め

て刺激的な主題を論じていた。取り上げられる問題は次のようなものだ——我々は「音が

しているなかに現れる音の隙間」（源河 2017: 165）を聞くことができるだろうか。「音の

不在」として問題となっているのは、「音がしない」という状態一般ではなく、「それまで

していた音が止まり、次の音がするまでの一定のあいだ、音がしていない」（源河 2017: 

160）という状態に限定される。そして、源河はこの問いに対して肯定的に、すなわち

「我々は音の隙間を知覚している」と答える。より大きな観点から捉えるならば、ここで

は、果たしてどこまでが「知覚」の働きであり、どこからが「記憶」「知識」「期待」とい

った知覚以外の働きによるものなのかが問われている。 

 では、「音の不在」が知覚されると考えるべき論拠は何だろうか。第一に，「現象学的論

拠」と呼ばれるものが挙げられる25。音の不在は「経験」されている。「あるメロディを聴

く場合と、そのメロディからすべての音の不在を取り除いたものを聴く場合とでは、明ら

かに経験が異なっている」（源河 2017: 147）ことに加えて、「ある音の不在と別の音の不

在の長さを、さらに、音と音の不在の長さを比べることができる」（源河 2017: 147）ゆえ

に、音の不在は経験される。そして、その経験は「知覚経験」である。次のように言われ

ている。「メロディを聴く経験の二種類の構成要素、つまり、〈音の経験〉と〈音の不在の

経験〉とがスムーズに連続し、〈メロディの経験〉として一つの自然なまとまりをなして

いる」（源河 2017: 147）。したがって、音の経験が知覚経験であるならば、音の不在の経

験もまた、知覚経験だと考えるのが妥当だとされる。 

 第二に、「聴覚情景分析」に訴える論拠だ。鍵となるのは、「音脈」と「聴覚情景分析」

である。源河は次のように説明している。 

 

  連続する複数の音が[…]一定の条件を満たすと音脈としてまとまり、そのとき一定の

リズム、すなわち、音と音の不在の時間的なパターンが知覚される[。] （源河 2017: 

148） 

 
24 源河は、この区別に関わる一連の議論を谷口文和（谷口 2010）の議論に負っている。 
25 ここで言われる「現象学的」とは、「学問としての現象学に則った」という意味ではなく、（源河の言葉

を借りれば）「一人称的な経験の記述」（源河 2017: 146）といった意味で用いられている。 
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音脈として連続する音がまとめられる条件とは、「それらがもっている聴覚的性質（特に

音色）が似ている」（源河 2017: 148）ことだ。 

なぜ聴覚的性質が似ていると音脈としてまとめられるのか。源河は、「聴覚情景分析」

という「音源（物体の振動）についての情報を得る[聴覚的]メカニズム」（源河 2017: 

148）に訴えて、次のように述べている。 

 

  聴覚システムは、耳に到達した音波から、その音波を生み出した音源の情報を抽出す

る能力を持っている。だが、実際の環境にはさまざまな音源が存在しているため、耳

に到達する音波は、複数の音源によって生み出された複数の音波が混ざり合ったもの

になっている。そうすると、ある音源の情報を抽出するためには、まず、混ざり合っ

た音波のなかから、その音源によって生み出された音波だけを選び出す必要がある。

（源河 2017: 148-149） 

 

音波がもつ物理的性質（周波数、振幅、波形）の類似性によって、耳は音波をまとめる。 

なぜならば、「同じ音源によって生み出された音波は同じような性質をもっている確率が

非常に高い」（源河 2017: 149）という理由からである。そして、「まとまりに関わる物理

的性質（周波数、振幅、波形）は、意識に現れる聴覚的性質（音高、音量、音色）と対応

している」（源河 2017: 149）がゆえに、聴覚的性質が似ている音は音脈としてまとめられ

るのである。 

「音脈」と「聴覚情景分析」に訴えることで、源河はどのように音の不在の知覚を説明し

ているのか。それは、次の戦略に訴えることによる。 

 

低次性質の経験は知覚であることが認められているが、それを可能にしているメカニ

ズムで高次性質の経験が可能になっている場合、後者も知覚だと考えられる。（源河 

2017: 150） 

 

音の不在を聞くという経験において、低次性質とは「音」であり、高次性質とは「音の不

在」である。音を聞く際に、聞き手は音源についての情報を得ている。そして、音の不在

の経験においても、聞き手は音源についての情報を得ている。「音脈のなかの音の不在を



関西美学音楽学論叢 第 3巻第 2分冊・第 4巻 2020年 

Kansai Journal of Aesthetics and Musicology, Vol. 3-(II), Vol. 4, 2020 

 

41 

(35) 

 

知覚することは、他の知覚と同じく、[物体の振動の停止という]環境で生じた変化を知覚

する」（源河 2017: 150）のである。したがって、音の知覚と同様の「聴覚情景分析」が用

いられているため、音の不在の経験も知覚経験なのである。 

 第三に、音の不在の存在論的特徴も、それが知覚可能であることの裏付けとなる。源河が

考察対象とするような音の不在は、「始まりと終わりをもち一定期間持続するもの、つまり

出来事である」（源河 2017: 151）。そして、出来事は具体的な個物であり、「知覚は環境に

存在する個物を捉える働きである」（源河 2017: 152）ので、音の不在は知覚の対象となる

のである。 

この点で、音の不在と類比的に論じられているのが、「ドーナツの穴」である。まず、ド

ーナツの穴は、「物体がないところ」（源河 2017: 152）であるにもかかわらず見えている。

それは、本体が食べられてしまえば消滅してしまうという意味で、「取り囲む物体に存在論

的に依存している」（源河 2017: 153）。次に、ドーナツの穴を見るためには、「ドーナツか

ら一定の距離をとり、本体部分と穴を両方見なければならない」（源河 2017: 153）。本文で

紹介した音の不在も、前後の音がなければ存在しえず、音脈の中で聞かれなければ知覚され

ないという点で、ドーナツの穴と類似していると言える。 

 源河はさらに、予想される反論に対する再反論を展開し、加えて自身が支持する「高次

モード知覚説」へと話題を広げているが、音の論じ方の比較を目的とする本稿では、そう

した再反論に踏み込むことは控え、次の話題に移りたい。 

 

２－２．音と聴覚に関するサウンド・スタディーズの議論 

 

 では、サウンド・スタディーズでは、音や聴覚をどのような視点から論じているだろう

か。デイヴィッド・ノヴァックとマット・サカキーニーが編集した『音のキーワード集』

（Novak and Sakakeeny 2015）に収められた諸論文を通じて、源河との比較を試みよう

26。同書は「身体」「聾」「ノイズ」など 20の項目から成り立っており、各章 10頁ほどの

分量である。執筆者の専門は民族音楽学、文化人類学、メディア論、比較文学、音楽学、

 
26 サウンド・スタディーズに関連する日本語文献の数は、論文などを含めれば、少なくない。本稿を執筆

するにあたり、表象文化論学会が 2015 年に刊行した『表象 09——音と聴取のアルケオロジー』（表象文

化論学会（編） 2015）、ジョナサン・スターン『聞こえくる過去』（スターン 2015）を特に参照した。 
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歴史学など多岐にわたるが、その中でも文化人類学者、民族音楽学者の占める割合が多い

ように思われる。本稿では、「空間」と「沈黙」を論じた章を取りあげて、源河との比較

を試みたい。 

 

２－２－１．音と空間の関係性について 

 

 音に関する源河の議論で、「空間」が重要な役割を担っていたことを思い出してほしい。

「音とはいかなるものか」を考えるうえで、「近位説」や「遠位説」といった空間的な位置

に基づく分類が行われていた。サウンド・スタディーズでは音と空間の関係性をどのように

論じているだろうか。第 17 章「空間」（アンドリュー・J・アイゼンバーグ Andrew J. 

Eisenberg27）を取りあげる。 

 まず最初に、両者の違いを指摘するうえで、「音は空間的位置をもたない」という考え方

に対する視点や議論の運び方の違いに目を向けることは、有益であろう。源河は、そのよう

な立場を「非空間説」と呼んでいた。遠位説を支持する源河は非空間説を退けるにあたって、

次のように理由を述べている。 

 

  心理学などの経験的研究では、空間情報を与えてくれる聴覚的知覚に関する研究が数

多くあるにもかかわらず、空間情報を完全に欠いた純粋聴覚経験の想像可能性を重視

しなければならない理由はほとんどないように思われる[…]。（源河 2019: 119, fn. 4） 

 

これに対してアイゼンバーグは、音が空間的位置をもたないとする考えを「宗教、神秘主義、

美学の領域に属する異世界のものだ」（Eisenberg 2015: 193）と評した上で、「宗教的コミ

ュニティでは、瞑想とトランス状態を通じて非空間的な音の経験を捉えることが、常に試み

られている」（Eisenberg 2015: 193）と述べている。どちらも「音は空間的位置をもたない」

とする考え方が日常では認めがたいと考えていると思われるが、源河は経験的研究などか

らも明らかにされている音とは何であるかを問題にするのに対し、アイゼンバーグは「非空

 
27 ニューヨーク大学アブダビ校客員助手。民族音楽が専門であり、単著『音とシティズンシップ——イス

ラム、聴覚性、ケニア海岸州における社会的所属』を完成させている（Novak and Sakakeeny 2015 の執

筆者紹介より）。 



関西美学音楽学論叢 第 3巻第 2分冊・第 4巻 2020年 

Kansai Journal of Aesthetics and Musicology, Vol. 3-(II), Vol. 4, 2020 

 

43 

(37) 

 

間的な音」という考え方が、どのような状況でならば活用されるのかを問題にしているとい

う違いがある。 

 では、アイゼンバーグは、音と空間を論じるうえで、どのような点に着目しているのだろ

うか。 

まず、アイゼンバーグが着目するのは、現象学者ドン・イーデ（Ihde, Don）の議論だ。

イーデは、聴覚が空間性において視覚より劣るとする見解を打ち壊し、同時に、聴覚と視覚

が単純に対立することを否定した（Eisenberg 2015: 196）。だが、このようなイーデの主張

を支持しつつも、弱点を抱えていると指摘する。その弱点とは、「音響再生（音響制作、audio 

production）における[音の]空間化の歴史」（Eisenberg 2015: 196）が考慮に入れられてい

ない、ということだ。聴覚を考えるうえで、なぜそうした歴史を考慮に入れる必要があるの

だろうか。それは、そうした歴史が「音の近代の認識論（modern epistemology）」（Eisenberg 

2015: 196）を形成したからだ。たとえば、「反響とマイクの位置を通じて生み出される空間

効果は、早くも 1920 年代にポピュラー音楽における美的革命の豊かな基盤となった」

（Eisenberg 2015: 196）。 

聴覚を考えるうえで、サウンド・テクノロジーを見落とすことはできないとする主張は、

第 9章「意識して聞くこと（listening）」（トム・ライス Tom Rice28）でも強調されている。

ライスによれば、「意識して聞くことの型や、意識して聞くことに関する用語は、サウンド・

テクノロジーの創造と並行して登場してきた」（Rice 2015: 100）。 

ライスは、自身のフィールドである「病院における聴診（器）」の事例を挙げており、聴

診器の装着によるアイデンティティの確認など社会学的考察とともに、聞くことへの影響

を指摘している。「聴診は医者と患者の間で密接な触覚的、視覚的接触を要求する」（Rice 

2015: 106）。そして、聴診器によって、「警告を聞くこと（monitory listening）」や「診断

するうえで聞くこと（diagnostic listening）」といった型が生み出される。また、同等の医

学的機能を持つ「携帯用超音波」が導入されれば、聴診器で聞くことは「思いやりのある、

共感的な医療行為」（Rice 2015: 106）としてみなされることになるだろう。聴診器という

テクノロジーが、聞くことの型やモード、聴診することの意味付けを作り出しているのであ

る。 

 
28 エクセター大学講師。聴覚文化論が専門であり、単著『聞くこと（Hearing）と病院——音、意識して

聞くこと、知識、経験』が出版されている（Novak and Sakakeeny 2015 の執筆者紹介より）。 
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 話を戻せば、このようにサウンド・テクノロジーを強調する一方で、アイゼンバーグは「音

楽と音が、場所を作り上げる（place-making）うえで、そして場所の詩学（poetics）にと

って、どのように重要なのか」（Eisenberg 2015: 196）という観点からも、空間性を論じて

いる。たとえば、ムアッジンの呼びかけは、ケニアのムンバサの古い都市（イスラム教）と

新しい都市（キリスト教）の間の重要な分断を促している（Eisenberg 2015: 200-202）。こ

れらも、音が空間でいかに作用しているかという関心に基づく記述である。 

 

２－２－２．沈黙に関する議論 

 

では、「音の不在」については、どうだろうか。第 16章「沈黙」（アナ・マリア・オチョ

ア・ゴーティエ Ana María Ochoa Gautier29）との比較を試みたい。 

源河は「沈黙」を、「それまでしていた音が止まり、次の音がするまでの一定のあいだ、

音がしていない」（源河 2017: 151）という状況での「音の不在」に限定した。そして、源

河は、曲の隙間としての音の不在を考えている（甲本ヒロトのインタビューが引用されてい

る30）が、それと同時に音楽に限定されない「音脈」のなかでの音の不在も考えていた。 

これに対して、このような「沈黙」を、ゴーティエは「西洋芸術音楽の古典的な理解」

（Gautier 2015: 184）における沈黙の考え方だと述べている。そうした理解枠組みの中で

は、沈黙は以下のように考えられている31。 

 

沈黙は「音響的隙間（acoustic gap）」として、そして「表現性のとりわけ重要な焦点」

として知覚される。それは、自身を取り囲む音楽的素材との関係において、そのような

ものとして定義される。（Gautier 2015: 184） 

 

これに対して、ゴーティエは「西洋芸術音楽の古典的な理解」とは異なる仕方での沈黙の音

楽的利用を紹介している。たとえば、ジョン・ケージの「沈黙」と、戦後日本の実験音楽に

 
29 コロンビア大学音楽学部民族音楽学センター教授兼所長。著書に『聴覚性――19 世紀コロンビアにおけ

るリスニングと知識』などがある（Novak and Sakakeeny 2015 の執筆者紹介より）。 
30 源河 2017: 145-146。 
31 この引用は、ゴーティエによる心理学者エリザベス・マーギュリス（Elizabeth Margulis）の主張

（Margulis 2007: 485）のまとめである。 
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おける「間」に基づく「沈黙」は異なること、「沈黙のサウンド・ミュージアム（The Sound 

Museum of Silence）32」に投稿される「沈黙」は「20デシベル以下、人間にとって聞くこ

との閾値以下のラウドネス（loudness）をもつ音」（185）に規定されていること、等が概観

されている。 

他にも、見知らぬものの恐怖とそれに対する恐れを表現するために、沈黙が映像において

用いられること、あるいは、瞑想など「自己の変容を引き起こすための手段として」（Gautier 

2015: 183）沈黙を活用する事例なども紹介される。加えて、ゴーティエは「音響兵器（sound 

weapon）」（Gautier 2015: 187）や「否定、否認、虐待を通じた沈黙させることの繰り返さ

れる歴史」（Gautier 2015: 187）など、ある種「沈黙」を喩えとして用いながら、その歴史

と社会利用を明らかにしていくのである。 

さらに、「沈黙の生政治」と題された節では、「沈黙（すること）」の音楽美学への影響も

紹介されている。「[ジェームズ・]ジョンソン（Johnson 1995）は、19世紀後半までに、が

やがやした公衆から沈黙する理性的美的判断（rational aesthetic judgements）を行うこと

が可能となる注意力ある聴衆へ、パリのオペラ通たちがいかに変化したのかを明らかにし

ている」（Gautier 2015: 187）。 

源河との比較で言えば、沈黙が経験されるメカニズムではなく、沈黙の利用のされ方と関

連する思想の分類を行っているということができるだろう。この点で、アイゼンバーグによ

る「非空間的な音」の活用可能性の探求との類似性を見出すことができる。 

 

２－３．源河とアイゼンバーグ、ゴーティエの比較 

 

 音と聴覚の論じられ方の差異を確認するため、源河がどのように「空間」を取りあげ、

「サウンド・テクノロジー」に言及しているのか、そこに着目したい。 

まず、源河が念頭に置く「音と空間」の描写をいくつか抜き出してみよう。 

 

  道路工事のドリルがアスファルトを掘る音を聴くとしよう。ドリルの音を工事現場の

近くで聴く場合と、部屋のなかから聴く場合とでは、音の聴こえ方が異なっている。

 
32 http://20decibel.blogspot.com/（2020 年 4 月 29 日閲覧）。これは、「20 デシベル以下のサウンドスケ

ープ／フィールドを集めたオープンなアーカイヴ」（同サイト）である。 
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（源河 2019: 111） 

音のしているのはステージの上のピアノでありチェロなのである。その音は耳元では

聞こえていはしない。ましてや耳の中や頭の中で聞こえていはしない。（大森 1981: 

53; 源河 2019: 109） 

 

源河の試みは、ある特定の時代、社会、文化における語り方、実践のあり方から示される

「音」や「聴覚」のあり方を、自然科学的知見を活用しながら、哲学的に探求していく試

みだと思われる。これに対して、アイゼンバーグとゴーティエが試みるのは、音や聴覚や

沈黙の語り方の文化的、歴史的多様性を示すことであり、「音は音波を生み出した物体の

振動か」というような仕方では問われないのである。もし両者を組み合わせるならば、た

とえば「現代日本の大規模病院における聴診の語りが示す音の存在論」といったものにな

るかもしれない33。 

 次に、サウンド・テクノロジーに言及される箇所を抜き出してみよう。 

 

  部屋の外の廊下を歩いている人の足音がする場合を考えてみよう。その足音は部屋の

外でしているように聴こえる。頭の中でしているようには聴こえないだろう。イヤホ

ンで音を聴いている場合（「頭内定位」と呼ばれる現象）を除いて、音は、音源とな

る物体のところで鳴っているように聴こえているのだ。（源河 2019: 109） 

 

  たとえ曲は（タイプとして）同じでも、さまざまな録音技術が駆使されたレコード音

楽と、生演奏であるライヴ音楽は異なる形式の芸術になっているのだ（とくに谷口[文

和]は、レコード音楽とライヴ音楽とでは、経験される音楽の空間性が違うことを強調

している）。（源河 2019: 131） 

   

  音楽アルバムには「ライヴ盤」や「ライヴ音源」と呼ばれるものがあるが、谷口[文

 
33 こうした問いや探求、関心の方向性の違いは、分析美学の「音楽の存在論」内でも見出すことができる

（田邉 2018a）。まず、「音楽とは何か」を、特定の語りや実践に基づいて、存在論の観点から明らかに

する論者がいる。次に、「その語りや実践がいかに歴史的・文化的に構築されたのか」と明らかにしよう

とする論者がいる。最後に、歴史をさかのぼるよりも、現在使用されている諸概念の整理を主たる関心事

とする論者がいる。 
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和]の分類からするとそれもレコード音楽でありライヴ音楽ではないだろう。というの

も、ライヴ盤にもさまざまな編集技術が駆使されているからだ。そこでは、ギター、

ベース、ドラムといった各パートのバランスが、録音物として聴かれることを考慮し

て調整されており、生演奏をライヴ会場で鑑賞した誰かの経験の再現となっているわ

けではない。一発録りについても同様である。（源河 2019: 136, fn. 5） 

 

 一つ目の引用は、「イヤホン」という器具に言及しており、二つ目、三つ目の引用は、

編集技術に言及している。源河は「頭内定位」「経験される空間性の違い」「ライヴ盤もレ

コード音楽であってライヴ音楽ではないこと」との関連で、サウンド・テクノロジーに言

及している。 

ここでは、簡単な疑問を記すにとどめたい。ゴーティエはイヤホンに言及する際に、

「人間が聞くことの限界が、技術的装具を通じて浮かび上がるとともに、変形させられ

る」（Gautier 2015: 185）と指摘している。源河の議論において、生の人間の限界を超え

るためのサウンド・テクノロジーという論点は、何か関連付けることができるだろうか。 

もう一つ、歴史に対する関心の違いを指摘することができる。ゴーティエは、「聴覚障

碍に関する臨床の歴史は、[…]聴覚増幅（auditory amplification）技術、音響再生技術の

展開にとって中心的役割を果たしていた」（Gautier 2015: 185）と指摘している。また、

アイゼンバーグは、音響再生における音の空間化の歴史を論じていた。こうした歴史性

は、源河の問題設定において、どのような位置にあるのだろうか。 

 

３．結論 

  

本稿で明らかになったことをまとめよう。 

 冒頭に述べたように、本稿を書く動機は、音、音楽、聴覚の論じられ方の違いを明らか

にすることであった。 

第 1節では、『悲しい曲の何が悲しいのか』で展開されている美学的問題を紹介し、そ

れを音楽学の議論と比較することを行った。源河は、個人が行う美的判断、個人の中の美

的経験について、「曲は何であれ、音楽を聴くときに人の心がどういう状態にあるのかを

明らかにしよう」（源河 2019: 3）という「共通性」の水準で、論じていた。その枠組みの
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中で、「美的判断の客観主義」「美的経験の情動主義」が擁護されているのである。 

これに対して、音楽学者のギャラットは、特定の時代の特定の文化において機能してい

る諸々の「価値体系」を明らかにしようとする。19世紀前半の西洋芸術音楽批評において

も、画一的な評価原理が存在しているのではなく、複数の原理を取り出すことができる。

この文脈において、たとえば「知覚」から価値に迫ろうとするマイヤーなどに言及される

ことになる。 

源河とギャラットは、「個人の心」と「社会で機能する原理」という考察対象の違いが

あるものの、相反する立場にあるとは言えないだろう。むしろ、「美的判断は、感受性グ

ループに相対的に評価される」（源河）、「価値判断は、特定の価値共同体で支持される偶

然的な基準に基づき評価される」（ギャラット）という点で、同じ方向に発展させること

もできるように思われる。 

第 2節では、音の哲学と聴覚の哲学を音楽の哲学に接続する源河の議論を、まず紹介し

た。源河にとって、音とは物体の振動であり、聴覚以外の感覚モダリティによってとらえ

られるものだ。その考えは音楽にも適用され、「演奏者のパフォーマンス全体」が音楽だ

と言われる。さらに、「音と音の間の隙間」をも「不在の対象」として知覚されていると

する議論も、紹介してきた。 

源河においては、日常の語り、実践や心理学に基づいた「音とは何か」（存在論）、「音

の不在の知覚はいかにして可能となるのか」（心の哲学）が論じられていた。これに対し

て、サウンド・スタディーズにおける「空間」論と「沈黙」論では、我々の日常とは異な

る語りと実践を明らかにする方向に議論が進められる。そこで注目されるのは、「サウン

ド・テクノロジーの歴史」であり、「音による空間の分割」であり、「沈黙の活用法」であ

った。 

 本稿では、「いかに違うのか」を明らかにすることに焦点を当ててきた。「なぜ」そのよ

うな違いが存在するのか、その動機や背景をさらに掘り下げることは、比較学問論のよう

な形をとることになるだろうが、今後の課題としたい。 
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